
全国町村職員生活協同組合

特定疾病
保険制度のご案内のご案内

加入資格

申込締切日

全国町村職員生活協同組合の
組合員の皆さまが利用できる制度です。

保険期間
2023年２月１日午後4時～
2024年２月１日午後４時

保険料支払方法
2023年３月27日（月）にご指定の
口座から引き落としとなります（一時払）。

2022年12月16日（金）必着
返信用封筒にて郵送してください。

全国町村職員生活協同組合員の皆さまへ

①医療保険基本特約・三大疾病診断保険金支払特約、②介護一時金支払特約・軽度認知障害等一時金支払特約、③親介護費用補償特約セット団体総合保険（親子のちから）

25%団体
割引

適用!!

⃞三大疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞）の保険に加入していますか？
⃞公的介護保険があるから大丈夫！…本当にそうでしょうか？
⃞軽度認知障害（MCI）って、ご存じですか？
⃞親を介護する場合に不安を感じていませんか？

特ఆ࣬ප保険ご加入
　　　でηοトで

Մです�

ごࣗのࡾେ࣬ප
அ確ఆ࣌のඅ用

にඋ͑たいʂ

ごࣗのক絗తな
հޢに͔͔るඅ用に

උ͑たいʂ

認知
ͦのલஈ֊となる

ܰ認知ো（M$*）の
அ確ఆ࣌のඅ用に

උ͑たいʂ

େ࣬පஅࡾ
保険金支払特約

հޢҰ࣌金
支払特約

ܰ認知ো等
Ұ࣌金支払特約

ক絗తなのհޢの
հޢサービス絧用に

͔͔るඅ用にඋ͑たいʂ
親の介護でࢠがෛ୲す
る費用を補償しますʂ

հޢඅ用補償特約
（ࢠの͔ͪら）

1 2 43 NEW!!

୯ಠ

（株） 千里　行

新たにご加入を検討されている方、また既に特定疾病保険制度に加入済でご加入内容に変更がある
方は、下記にご記入のうえ、本請求書を（株）千里あてにご提出ください。

【請求方法】 ■FAXの場合：本請求書をFAX送信ください。
  ■郵送の場合：本請求書を返信用封筒にてご提出ください。

■加入者の住所・氏名（必須）

請求者氏名

加入者氏名

加入者住所

電 話 番 号

〒　　　　-

フリガナ

□加入者に同じ

親介護費用補償特約に加入したい

介護一時金支払特約・軽度認知障害等
一時金支払特約　加入依頼書

介護一時金支払特約・軽度認知障害等
一時金支払特約　加入依頼書

親介護費用補償特約加入依頼書

□加入者と異なる（加入者から見た続柄：　　　　　）

①

軽度認知障害等一時金支払特約に加入したい③

④

②

⑤

請求内容 請求書類 チェック欄

【既に特定疾病保険制度にご加入の方へ】
※ ①、②については、お手元の「内容変更通知書」もあわせてご提出が必要となります。
※ ①～⑤以外の変更については、パンフレットP.12「お手続き方法記載例」をご参照ください。

必要書類がお手元に届きましたら、ご記入後お早めにご返送ください。

必要書類請求書

記

以上

三大疾病診断保険金支払特約　加入依頼書
【三大疾病診断保険金支払特約】
・加入したい
・保険金額を増額したい

・被保険者を追加したい

【介護一時金支払特約】
・加入したい
・保険金額を増額したい

・被保険者を追加したい

保険料振替口座を変更したい
三菱UFJニコス
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

03  3593  8160FAX

全国町村職員生活協同組合　特定疾病保険制度

キ
リ
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保険制度の内容 三大疾病、介護、認知のඋえをごఏڙします��

三大疾病（がΜ、ଔத、ੑٸ心࠹ߎے）のඋえ大ৎです͔ 

 গにඋえています͔ݮ綒費のඋえのଞ、ऩ入の࣏˘

介護一時金をうけとる と͜で、Ոにかかる時間త、体綜తなෛ୲なͲを軽ݮする と͜につながります。

૿加する要介護者
ۙߴɺ 綽Խͷਐలʹ͍ɺ絆介護ɾ絆支ԉ認ఆऀ約���ສ人ʹୡ͠ɺެ త介護保険੍度͕ελʔτ͠ ͨ����
͔Β約���ഒʹ૿Ճ͍ͯ͠Δͷ͕࣮ঢ়Ͱ͢ɻ

介護にかかるଟ額の費用
·ͨɺެ త介護保険Ͱ介護ʹ͔͔Δશͯͷ費用ΛΧόʔ͢Δ͜ͱͰ͖ͣɺࣗ ෛ୲ͱͳΔ費用ଟֹͱͳΓ·͢ɻݾ

ஂմͷੈ͕ࡀ��Ҏ্ͱͳΔ����ʹߴɺ 綽ԽͷਐలʹΑΓ介護ͷध絆͕͞Βʹ૿Ճ͢Δ͜ͱ͕ࠐݟ·Ε͍ͯ·͢ɻ

ެత介護保険੍度Ͱɺ絧用ͨ͠介護αʔϏε
ͷ一෦がࣗݾෛ୲ʹͳΓ·͢ɻ
介護ʹ絆͢Δ݄ʑͷ費用ʮฏ7�8ۉສԁʯɺॅ
վमͳͲͷ一時ʹ絆͢Δ費用ʮฏ69ۉສ
ԁʯͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ʢެత介護保険ͷରͱͳΒͳ͍合શ額ࣗ
ෛ୲ͱͳΓ·͢ɻʣɻݾ

要介護・要支ԉ認定者のਪҠ

介護補償χーζのߴまり

介護で月ʑに要した費用（ެత介護αʔϏεの自ݾෛ୲費用をؚΉ）

出佾：生໋保険จԽセンター「平成30年度生໋保険に関する全国実態調査」より
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出佾：令和4年3月�厚生労働省「介護保険事業状況報告」

年ؒ
約100万円の

ෛ୲し͘ݾࣗ
あΓませΜʜ

ެత介護ͷ絆介護度Լදͷͱ͓Γ۠͞Ε·͢ɻ
本人·ͨՈ͕ࢢொଜͷ介護保険૭ޱਃ͔ͯ͠Βɺ๚ௐࠪɺओ࣏ҩҙݟॻɺ介護認ఆ৹ࠪձΛͯܦఆ͞Ε·͢ɻ

˔要介護度

軽

重

要介護ঢ়ଶとは認められないが、ࣾ ձత支ԉを必要とするঢ়ଶ
要介護ঢ়ଶではなく、ࣾ ձత支ԉも不要なঢ়ଶ

ੜ׆の一෦について෦తに介護を必要とするঢ়ଶ

軽度の介護を必要とするঢ়ଶ
த等度の介護を必要とするঢ়ଶ
重度の介護を必要とするঢ়ଶ
重度の介護を必要とするঢ়ଶ࠷
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2

1

2

3

4

5

身ମのঢ়ଶ（綰）

要支ԉ

自立
要介護度

要介護

悪性新生物
����％

ۙにあるϦスΫ
※[出典]厚生労働省「平成29年 患者調査」

重大疾病（がΜ・৺࠹ߎے・ଔ中）なͲの
૯ױ者360ສ人Ҏ্※

日本人の死因

脳血管疾患
���％

老衰
���％

その他
����％

心疾患
����％

重大疾病

����％

<出佾>厚生労働省「令和2年�人口動態調査」

͕Μ

ੑٸ
৺࠹ߎے ଔத

ܾͯ͠ଞ人ࣄͰͳ͘ɺϦεΫۙʹજΜͰ͍·͢ɻ·ͨɺॏ大
疾病࣏Δ時ͱͳ͍ͬͯΔ一ํͰɺ࣏綒͕ظԽ͠৬෮ؼʹ時
ؒΛ絆͢Δ͜ͱɺϦλΠΞΛ紭ّͳ͘͞ ΕΔํ͍·͢ɻ

一生のうちにがんと診断される人の割合（累積がん罹患リスク）※

男性 ����％ 女性 ����％
到達年齢

～��歳
～��歳
～��歳
～��歳
～��歳

���%
���%
���%

����%
����%

到達年齢
～��歳
～��歳
～��歳
～��歳
～��歳

���%
���%

����%
����%
����%

※ある年齢までにがんと診断されるおおよその確率
<出佾>国立がんڀݚセンターがん情報サービス「がん侙緪・統計」
　　　綬ੵጶ患リスク（2017年σータ）をもとに作成

本人の約�人に�人が三大疾病でࢮ 本人の約�人に�人以্ががΜにጶױ

仕事続けられて、ऩ入がݮる場合あります
■がん罹患時の就業状況について ■疾患罹患後の勤め先の就業継続・退職の状況

約8割が仕事を
しているときに
がんを経験

■前職と再就職先とを比較しての月あたりの賃金の変化

事はしていなかった

その他のܗ態
（フリーランス等）で
事をしていた

現在も同じ
務をۈめ先でۈ
続けている

前職賃金と
変わらない・
上がった

前職賃金よりも
下がった

退職
（依願退職・退職・解ޏ）　

現在も同じۈめ先で
休職中

パート・アルόイトで
事をしていた

フルタイムで事をしていた
（正社員・契約社員問わず）

17.8％

7.0％

13.0％
62.2％

調査委託先：株式会社マクロϛル
回答者：がんጶ患経ݧ者20ʙ 60代の夡ঁ1030人
調査期間：2020年2月17日ʙ 2020年2月18日

出佾：俯立行政法人　労働政ݚ・ڀݚࡦ修機構
「病気の治療と事の綋立に関する実態調査（8&B患者調査）
（2018年7月）」より

20.6％

40.5％ 59.5％

2.1％
77.3％
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れがଟくなった���
ಓにうことが૿えた���
家事がおっくうに���

˙認知ʹͳΔલͷʮ軽度認知障害ʢ̢̘̞ʣʯͱ͍ΘΕΔ認知ͱ݈ৗऀͷதؒͷঢ়ଶ͕͋Γ·͢ɻ認知ػ͕綽૬Ԡ
ͷϨϕϧΑΓԼ͍ͯ͠Δঢ়Λ͠ࢦ·͕͢ɺऀױ約���ສ人ʹ্Γɺ認知ͷऀױͱ͋ΘͤΔͱ���ສ人�
Ҏ্ʹ͓Αͼ·͢ɻ

˙親͕絆介護ঢ়ଶʹͳͬͨ合ɺࠓ·Ͱͱੜ͕׆一ม͢ΔͨΊɺଟ͘ͷํ͕ෆ҆ײΛ๊͍͑ͯ·͢ɻ
ෆ҆ͷ紵ͱ͠ ͯɺʮࣗͷମతɾਫ਼ਆతෆ҆ʯɺʮࣗͷ時͕ؒ߆ଋ͞ΕΔʯɺʮࣗͷࡁܦతෛ୲ʯɺʮެత介護
保険Ͱෆेʯɺʮ介護͕͍ͭ·Ͱଓ͘ͷ͔Θ͔Βͳ͍ʯͳͲ͕͛ڍΒΕ͍ͯ·͢ɻ

˙介護一度࢝·Δͱɺ͍ ͭ·Ͱଓ͘ͷ͔紬Ͱ͖·ͤΜɻ介護ؒظʹ͓͍ͯ҆ͱͳΔͷɺฏۉण໋ͱ݈߁ण ʢ໋݈
ʣͷࠩͰɺஉੑ����ɾঁੑ�����ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ介護Λؒظͳ͍͕ݶ੍͍͓ͯʹ׆͕ͳ͘ɺৗੜʹ্߁
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̢̘̞Λ์ஔͨ͠合ɺ�ؒͰ約̐ ̌̀ ͷ人͕認知Λൃ͢Δͱ͍ΘΕ͍ͯ·͕͢ɺૣ ਐ͠ݟͰ͋Δ͜ͱΛൃ̢̞̘ʹظ
Γ݈ৗऀʹΔ͜ͱ͕ՄͱͳΓ·͢ɻͨ࣋͠ঢ়Λҡݱɺͣͤߦ緭αʔϏε等ʹͯ紬Λ͢Δ͜ͱͰɺ認知ͱਐ؇ߦ

ʮ40.10সإ۞ָ෦ʯʢ1��ʣͷ認知ػνΣοΫʢແ綎ʣɺ認知ɾ.$*ͷ紬ஹΛѲʢνΣοΫʣ͢ Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
認知ػνΣοΫΛश׳Խ͍ͨͩ͘͜ ͱͰɺ軽度認知障害ʢ.$*
ͷૣݟൃظʹͭͳ͕Γ·͢ɻ

出佾：厚生労働科学ڀݚ費補ॿ金　認知症対ࡦ総合ڀݚ事業「依ࢢ部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（平成23年
度ʙ平成24年度　総合ڀݚ報告書）を基に作成

認知ߴ綽者

約���万人 約���万人
綽者ߴ*$.

（正ৗと認知のதؒの人）

ਪ定（����）ޱの認知事者と.$*事者の人（以্ࡀ��）綽者ߴ

����万人ࡀ��以্ߴ綽者人ޱ　

出佾：CanFWFMMJ�MFt�aM.�J�Am�MFE�DJS�Assoc.�2016�Oct�1�17（10）:943-8

ඇ認知 認知認知のҠߦ絵は
�で��ˋ、�で��ˋ

݈ৗ者 .$*

認知ൃޙに診断がߦわれることがଟいため、
。がれますݟൃظૣ

軽度
認知

த度
認知

重度
認知

保険制度の内容

介護にはؾ綜・ମ綜・時 ・ؒお金が͔͔りますʂ

特ᶃ

特ᶄ

ʮ親子の͔ͪらʯ�つの特

保険ՃೖޙͰ͋Εɺ絆介護認ఆ͕͞Ε͍ͯͳ͍ঢ়ଶͷͱ͖Ͱɺ֤ छαʔϏε介੍度Λ絧用Մʂ
（注）サービスを利用することによりかかった費用はお客さま負担になります

絆介護ঢ়ଶ˞�ʹͳͬͨޙɺެ త介護保険ͷࣗݾෛ୲͚ͩͰͳ͘ɺ্ ͤαʔϏε෦ؚΊͨެత
介護保険ର֎෦ʢશֹࣗݾෛ୲ɾॴఆͷαʔϏεʹݶΔʣɺ保険金として支払い対象にʂʂ
※1�要介護1かつ認知症自立支ԉ度がⅡa以上、または要介護2以上を「要介護状態」といいます。以下同様とします。���
詳細はP.7をࢀ照してください。

特ᶅ

ͦͷଞͷ特ͱ͠ ͯҎԼ�͕͋Γ·͢
B��͔ࣾΒఏऀۀࣄܞͷ保険金ͷ支払͕Մ
C��保険金ͷडऔ人ର ʢऀ親ʣͰͳ͘ඃ保険 ʢऀࢠʣ

D��一時金ʢఆֹ払ʣͰͳ͘ɺ࣮ ଛ払
E��8&#ଳαʔϏεʮ40.10সإ۞ָ෦ʯͷ৽ઃ
ʢύϯϑϨοτ1ࢀ��রʣ

保険加入 要介護ঢ়ଶにʂ※1

保険
Ճೖ

絆介護
ঢ়ଶ֘

保険加入ޙ（要介護ঢ়ଶになる前） 要介護ঢ়ଶに֘して͔ら
大��ؒ補償࠷

※2�サービスの利用にかかる費用はお客さま負担です。

ͦΜなときはʂ
40.10সإ۞ָ෦ͰɺݟकΓαʔϏεՈࣄߦ
αʔϏεΛऀۀ͏ߦΛ介Ͱ͖· ʂ͢˞ �

※3�支払対象費用の詳細は、P.21をࢀ照してください。

C��被保険者（子）保険金の支払い　D��一時金ではなく࣮際に要した費用を支払い

B��ఏܞ事ۀ者の保険金の支払がՄ

認知や介護に紜益なใऩूがՄʂ

αʔϏε介

被保険者（ࢠ）

ఏܞ事ۀ者

対象者（親）

αʔϏεఏڙ

E��40.10সإ۞ָ෦

特ᶄ特ᶃ
絆介護ঢ়ଶ֘ޙɺެ త介護保険ͷࣗݾෛ୲ͩ
͚Ͱͳ͘ɺެ త介護保険ର֎ͷ費用Ͱॴఆͷ�
αʔϏε絧用費用Ͱ͋Ε保険金としてお支払
いの対象になりますʂ˞ �

当社

軽度認知障害（̢̘̞）って、ごଘ͡です ʁ͔

親を介護する場合に不安を͡ײていませΜ ʁ͔

3

4
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②介護一時金支払特約�③軽度認知障害等一時金支払特約�④親介護費用補償特約ʹごՃೖͷํ͕ɺଳαʔϏε
ʮ40.10সإ۞ָ෦ʯͰఏऀۀࣄܞͷӡӦ͢ΔαʔϏεʢ紜綎ʣΛ�絧用͢Δ͜ͱ͕ՄͰ͢ɻ
̨̤ ̢̥ ̤সإ۞ָ෦ɺ軽度認知障害ʢ̢̘̞ 
ͷૣݟൃظ認知ػԼͷ紬ʹد紮͢ΔαʔϏε͔Βɺສ͕一絆介
護ঢ়ଶʹͳͬͨ合ͷ介護αʔϏε介等·Ͱɺ一؏ͨ͠紜用ͳใΛ̬̚ ্̗ ͰՃೖऀͷօ͞·ʹごఏ͍ͨ͠ڙ·͢ɻ

（注1）本サービスは、サービス利用時点における介護一時金支払特約、軽度認知障害等一時金支払特約の被保険者さま、「親子のちから」の被保険
者さまおよびそのご家族の方がご利用できます。

（注2）お住まいの地域や、やむを得ない事情によってサービスのご利用までに日数を要する場合やサービスをご利用いただけない場合があります。
（注3）本サービスはSOMPOসإ۞ָ部を運営する損保ジャパンのグループ会社およびその提携先のا業が提供するサービスです。
（注4）本サービスは、サービスパートナーا業のサービスについて、損保ジャパンが介をするものです。サービスをご利用の場合にかかる費用は

お客さまのご負担となります。
（注5）認知機能チェックは、上記特約の加入に関係なく、無料でご利用いただけます。
（注6）本サービスは2022年5月時点のものであり、予告なく変更または中ࢭする場合があります。
（注7）本サービスの詳しい内容につきましては、SOMPOসإ۞ָ部のサービス利用規約をご確認ください。

ʮ40.10সإ۞ָ෦ʯのओなίンςンπ
認知知ࣝ・࠷৽ใ

認知ػνΣッΫ

αʔϏεφϏήʔλʔ

認知ػ下の紬αʔϏεの介

介護にؔするαʔϏεの介

認知.$*ɺ介護ʹؔ͢Δૅج知ࣝ࠷৽ใΛごఏ͠ڙ·͢ɻ
認知ɾ.$*ͷ紬ஹΛѲʢνΣοΫʣ͢ ΔαʔϏεΛఏ͠ڙ·͢ɻ
認知ػνΣοΫΛश׳Խ͠ɺࣗ ͷมԽΛଊ͑Δ͜ͱ͕紬ʹͭͳ͕Γ·͢ɻ
͓٬͞·ͷৗੜ׆ͷঢ়گ͓ॅ·͍ͷҬ等͔Βɺ
認知ػԼ紬ʹ͓͚ͯεεϝͷαʔϏεΛఏࣔ͠·͢ɻ
紬ஹѲɺӡಈɺਭɺֶ शɺޠݴɺԻָɺ৺絬૬ஊͳͲɺ
認知ػԼͷ紬ʹͭͳ͕ΔαʔϏεΛご介͠·͢ɻ
※パートナーا業が提供し、提供サービスは有償・無償いずれもあります。

40.10ϗʔϧσΟϯάεάϧʔϓͷ介護ձ ʮࣾ40.10έΞʯΛத৺ͱ͠ ͨ
介護ʹؔ͢ΔαʔϏεΛご介͠·͢ɻ
※パートナーا業が提供し、提供サービスは有償・無償いずれもあります。

˔認知αϙʔトʮ40.10সإ۞ָ෦ʯのごҊ内

認知ੜࣗ׆絶度ްੜ緖ಇলͷఆΊΔͷͰɺ絆介護ͷఆΛࡍ͏ߦʹओ࣏ҩ͕࡞͢Δओ࣏ҩҙݟॻʹ͓͍ͯɺࡌهඞ
ਢ߲ͱ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

˔認知ੜࣗ׆絶度

軽

重

定ج४ϥンΫ
Կらかの認知症を有するが、日常生活は家佘内および社会的に΄΅自立しているᶗ

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思ૄ通の困難さが墷গ見られても夅かが注意していれ自立できる

家佘外でも上記Ⅱの状態がみられる

家佘内でも上記Ⅱの状態がみられる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思ૄ通の困難さがみられ介護を必要とする

日中を中心として上記Ⅲの状態がみられる

間を中心として上記Ⅲの状態がみられる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思ૄ通の困難さがසൟにみられ常に介護を必要とする

奎しい精神症状や問壢行動あるいは重俭な身体疾患がみられ専医療を要する

Ⅳ

M

Ⅲa

Ⅲb

Ⅲ

Ⅱa

Ⅱb

Ⅱ

保険制度の内容

厚生労働省
「第11回健康日本21（第倚次）ਪਐ専委員会資料」（平成30年3月）より

生໋保険จԽセンター
「平成30年度生໋保険に関する全国実態調査」より

ण໋のࠩۉण໋とฏ߁݈ 介護で月ʑかかった費用
ࠩ����

ण໋������߁݈

ฏۉण໋������

ࠩ�����
ण໋������߁݈

ฏۉण໋������

˞ฏۉ���ສ円

র͍ͯͩ͘͠͞ࢀ1���Λࡉৄ˔

�万ԁະຬ
����ˋ

��万ԁ以্
����ˋ

不明
����ˋ

�ʙ��万ԁະຬ
����ˋ

ʮ݈߁ण໋ʯとʮฏۉण໋ʯのࠩ˺介護ؒظは、உੑでฏ8�84ۉ年、ঁ ੑでฏ12�35ۉ年。
つまり、介護ؒظに͔͔る費用૯ֹは、உੑでฏ827ۉ万円、ঁ ੑでฏ1,156ۉ万円   
͔͔るといえます。これらを手ॿ͚できるのが、【ࢠの͔ͪら】ですʂ

ʮ親子の͔ͪらʯでは、介護で͔͔った費用のうͪ下記のような費用が対象となります。

Ո事代ߦαーϏε絧用費用

介護αーϏε絧用費用

҆൱確認αーϏε絧用費用 ॅվम費用 紜料緢人ϗーϜ等入ډ費用

配৯αーϏε絧用費用

ʮ親子の͔ͪらʯにできること4

6
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（注1）本サービスは、サービス利用時点における介護一時金支払特約、軽度認知障害等一時金支払特約の被保険者さま、「親子のちから」の被保険
者さまおよびそのご家族の方がご利用できます。

（注2）お住まいの地域や、やむを得ない事情によってサービスのご利用までに日数を要する場合やサービスをご利用いただけない場合があります。
（注3）本サービスはSOMPOসإ۞ָ部を運営する損保ジャパンのグループ会社およびその提携先のا業が提供するサービスです。
（注4）本サービスは、サービスパートナーا業のサービスについて、損保ジャパンが介をするものです。サービスをご利用の場合にかかる費用は

お客さまのご負担となります。
（注5）認知機能チェックは、上記特約の加入に関係なく、無料でご利用いただけます。
（注6）本サービスは2022年5月時点のものであり、予告なく変更または中ࢭする場合があります。
（注7）本サービスの詳しい内容につきましては、SOMPOসإ۞ָ部のサービス利用規約をご確認ください。

ʮ40.10সإ۞ָ෦ʯのओなίンςンπ
認知知ࣝ・࠷৽ใ

認知ػνΣッΫ

αʔϏεφϏήʔλʔ

認知ػ下の紬αʔϏεの介

介護にؔするαʔϏεの介

認知.$*ɺ介護ʹؔ͢Δૅج知ࣝ࠷৽ใΛごఏ͠ڙ·͢ɻ
認知ɾ.$*ͷ紬ஹΛѲʢνΣοΫʣ͢ ΔαʔϏεΛఏ͠ڙ·͢ɻ
認知ػνΣοΫΛश׳Խ͠ɺࣗ ͷมԽΛଊ͑Δ͜ͱ͕紬ʹͭͳ͕Γ·͢ɻ
͓٬͞·ͷৗੜ׆ͷঢ়گ͓ॅ·͍ͷҬ等͔Βɺ
認知ػԼ紬ʹ͓͚ͯεεϝͷαʔϏεΛఏࣔ͠·͢ɻ
紬ஹѲɺӡಈɺਭɺֶ शɺޠݴɺԻָɺ৺絬૬ஊͳͲɺ
認知ػԼͷ紬ʹͭͳ͕ΔαʔϏεΛご介͠·͢ɻ
※パートナーا業が提供し、提供サービスは有償・無償いずれもあります。

40.10ϗʔϧσΟϯάεάϧʔϓͷ介護ձ ʮࣾ40.10έΞʯΛத৺ͱ͠ ͨ
介護ʹؔ͢ΔαʔϏεΛご介͠·͢ɻ
※パートナーا業が提供し、提供サービスは有償・無償いずれもあります。

˔認知αϙʔトʮ40.10সإ۞ָ෦ʯのごҊ内

認知ੜࣗ׆絶度ްੜ緖ಇলͷఆΊΔͷͰɺ絆介護ͷఆΛࡍ͏ߦʹओ࣏ҩ͕࡞͢Δओ࣏ҩҙݟॻʹ͓͍ͯɺࡌهඞ
ਢ߲ͱ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

˔認知ੜࣗ׆絶度

軽

重

定ج४ϥンΫ
Կらかの認知症を有するが、日常生活は家佘内および社会的に΄΅自立しているᶗ

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思ૄ通の困難さが墷গ見られても夅かが注意していれ自立できる

家佘外でも上記Ⅱの状態がみられる

家佘内でも上記Ⅱの状態がみられる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思ૄ通の困難さがみられ介護を必要とする

日中を中心として上記Ⅲの状態がみられる

間を中心として上記Ⅲの状態がみられる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思ૄ通の困難さがසൟにみられ常に介護を必要とする

奎しい精神症状や問壢行動あるいは重俭な身体疾患がみられ専医療を要する

Ⅳ

M

Ⅲa

Ⅲb

Ⅲ

Ⅱa

Ⅱb

Ⅱ

保険制度の内容

厚生労働省
「第11回健康日本21（第倚次）ਪਐ専委員会資料」（平成30年3月）より

生໋保険จԽセンター
「平成30年度生໋保険に関する全国実態調査」より

ण໋のࠩۉण໋とฏ߁݈ 介護で月ʑかかった費用
ࠩ����

ण໋������߁݈

ฏۉण໋������

ࠩ�����
ण໋������߁݈

ฏۉण໋������

˞ฏۉ���ສ円

র͍ͯͩ͘͠͞ࢀ1���Λࡉৄ˔

�万ԁະຬ
����ˋ

��万ԁ以্
����ˋ

不明
����ˋ

�ʙ��万ԁະຬ
����ˋ

ʮ݈߁ण໋ʯとʮฏۉण໋ʯのࠩ˺介護ؒظは、உੑでฏ8�84ۉ年、ঁ ੑでฏ12�35ۉ年。
つまり、介護ؒظに͔͔る費用૯ֹは、உੑでฏ827ۉ万円、ঁ ੑでฏ1,156ۉ万円   
͔͔るといえます。これらを手ॿ͚できるのが、【ࢠの͔ͪら】ですʂ

ʮ親子の͔ͪらʯでは、介護で͔͔った費用のうͪ下記のような費用が対象となります。

Ո事代ߦαーϏε絧用費用

介護αーϏε絧用費用

҆൱確認αーϏε絧用費用 ॅվम費用 紜料緢人ϗーϜ等入ډ費用

配৯αーϏε絧用費用

ʮ親子の͔ͪらʯにできること4
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補償内容

հޢҰ࣌金支払特約

100万円～300万円
一時金（お支払内容はご加入ϓϥンによります。）

50万円～300万円
一時金（お支払内容はご加入ϓϥンによります。）

˞保険金ͷ支払ࣄ索ͷൃੜ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̍ Ҏʹಉ一ͷ支払ࣄ索ʹ֘ͨ͠合保険金Λ͓支払͍Ͱ͖·ͤΜɻ�

ʢʣଛ保δϟύϯ͕ఆΊΔॴఆͷ絆介護ঢ়ଶɺެ త介護保険੍度ʹ͓͚Δ絆介護認ఆج४ͱҟͳΓ·͢ɻ

͕Μ
（ѱੑ৽生）

˔ॳΊてがΜと診断確定され
た場合
˔がΜが࣏した後、ॳΊてが
Μがൃ࠶またసҠしたと診
断確定された場合
˔৽たながΜがੜ͡たと診断
確定された場合

ੑٸ
৺ےこ͏ͦ͘

ੑൃ࠶）うͦく͜ے৺ੑٸ˔
৺͜ےうͦくをؚみます。）
にΑり入Ӄした場合

ଔத
˔ଔ中（くບ下ग़݂、内
ग़݂、͜うͦく）にΑり入
Ӄした場合

˔保険金ͷ͓支払ํ๏等ॏ絆ͳ߲ࣄɺʮ͜ͷ保険ͷ͋Β·͠ ʢ1���ʣʯҎ߱ʹ͞ࡌهΕ͍ͯ·͢ͷͰɺඞͣごࢀর͍ͩ͘͞ɻ

1

2 ʢ˞ʣʮ絆介護度ʯʹ ͖ͭ·͠ ͯɺ1��ͷࢿߟࢀ綎Λࢀর͍ͩ͘͞ɻ

հޢҰۚ࣌Ͱެతհޢ保険੍のෆΛΧόʔ͢Δ͜ͱ͕ՄͰ ʂ͢
˔ެతհޢ保険੍ʹΑりཁհޢʹԠͯ͡खް͍ิঈ͕な͞Εます͕ɺ一方で公的
介護保険の自己負担額や、公的介護保険では対象とならないサービスの利用など、
金銭的な負担はとても大きいものとなります。

˔հޢҰ࣌金Λड͚औΔ͜とͰɺΑりेなαʔϏεΛड͚Δ͜と͕Ͱ͖ɺ家族にかか
る時間的、体力的な負担などを軽減することにつなげられます。

ご加入された合һ・ͦ の配偶者の方が三大疾病（がΜ・ੑٸ心ےこうͦく・ଔத）となり、
下記のঢ়ଶとなった場合に、一時金をお支払いします。
一時金として保険金をお支払いしますので、安心して࣏綒にઐ೦できます。

େ࣬පஅ保険金支払特約ࡾ

介護一時金は
このように

おにたͪますʂ

ܰೝোҰࢧۚ࣌特約ʹՃೖ͍͍ͨͩͨ߹ɺ
ʮ40.10সإ۞ָ෦ʯのೝػνΣοΫʢແ綎ʣαʔϏεʹՃ͑ͯɺ͋ ΒΏΔ
ίϯςϯπの絧絀͕ՄͰ͢ɻ
ೝػνΣοΫαʔϏεɺೝ・.$*の紬ஹΛѲʢνΣοΫʣ͢ Δ͜ͱ͕
Ͱ͖·͢ɻ
ೝػνΣοΫΛश׳Խ͍ͨͩ͘͜ͱͰɺܰ ೝোʢ.$*
のૣݟൃظʹ
ͭͳ͕Γ·͢ɻ

軽度認知障害等一時金は
このようにおにたͪますʂ

ʮ40.10݈߁・ੜ׆
αϙʔトαʔϏεʯが

利用できますʂ

合һの親ޚさまを対象とし、ʮ介護αʔϏε利用に͔͔る費用ʯなͲを補償しますʂ

ެత介護保険ではΧόʔしきれない介護αʔϏε利用に͔͔る費用を、対象ظ （ؒ要介護ঢ়ଶに
֘した͔ら��ؒ）にって保険金ֹをݶ度に親介護費用保険金をお支払いします。

հޢඅ用補償特約（ࢠの͔ͪら）

ʮ要հ1（˞）ޢʯでも認知がݟड͚られʮ認知生活ࣗ絶（˞）ᶘBҎ্ʯとなったとき、
またはʮ要հ2（˞）ޢҎ্ʯに֘したとき

α
ồ
Ϗ
ε
ར
༻
අ
༻

αʔϏεϝχϡʔ

ެత介護保険੍度対象外αʔϏε綰ެత介護保険のڅϝχϡʔに্せする෦

� （ׂ一෦で�ʙ�ׂ）自ݾෛ୲

ެత介護保険のڅֹ ެత介護保険の
対象外෦

ԣग़しαーϏε

ԣग़しαーϏε

্ͤαーϏε

家事ߦαʔϏεの利用

ॅվमの費用

配৯αʔϏεの利用

紜綎緢人ϗʔϜ等入ډ費用

安൱確認αʔϏεの利用

͜の෦を
αϙーτします

4 ʢ˞ʣʮ絆介護度ʯʹ ͍ͭͯ1��ɺʮ認知ੜࣗ׆絶度ʯʹ
� ͍ͭͯɺ1��ͷࢿߟࢀ綎Λࢀরͩ͘ ͍͞ɻ

ご加入された合һ・ͦ の配偶者、または方の親ޚさまが軽度認知障害（.$*）または
認知と診断確定されたとき、被保険者に一時金をお支払いしますʂ

ܰ認知ো等Ұ࣌金支払特約3

300万円～1,000万円
ご加入いただいたϓϥンにより、

をݶ度に介護αʔϏε費用等を࣮費補償します。

˞ඃ保険ऀͰ͋Δ͓͞ࢠ·ʹ͓支払͍͠·͢ɻ

10万円～30万円
一時金（お支払内容はご加入のϓϥンによります。）

40.10সإ۞ָ෦ͷɺܰ ೝো（.$*
ͷૣݟൃظೝػԼͷ༧ʹد༩すΔαʔϏεΛ͝ར༻͍ͩ͘͞ɻ
ೝػνΣοΫはɺ�্هಛͷՃೖʹؔな͘ɺແྉͰ͝ར༻͍͚ͨͩますɻ

ご加入された合һ・ͦ の配偶者、または方の親ޚさまがެత介護保険੍度にお͚る
要介護�͔ら�までに֘する認定をड͚た場合、またはଛ保δϟパンが定めるॴ定の要
介護ঢ়ଶとなり、��をえてܧଓした場合に一時金をお支払いします。
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補償内容

հޢҰ࣌金支払特約

100万円～300万円
一時金（お支払内容はご加入ϓϥンによります。）

50万円～300万円
一時金（お支払内容はご加入ϓϥンによります。）

˞保険金ͷ支払ࣄ索ͷൃੜ͔ΒͦͷΛؚΊͯ̍ Ҏʹಉ一ͷ支払ࣄ索ʹ֘ͨ͠合保険金Λ͓支払͍Ͱ͖·ͤΜɻ�

ʢʣଛ保δϟύϯ͕ఆΊΔॴఆͷ絆介護ঢ়ଶɺެ త介護保険੍度ʹ͓͚Δ絆介護認ఆج४ͱҟͳΓ·͢ɻ

͕Μ
（ѱੑ৽生）

˔ॳΊてがΜと診断確定され
た場合
˔がΜが࣏した後、ॳΊてが
Μがൃ࠶またసҠしたと診
断確定された場合
˔৽たながΜがੜ͡たと診断
確定された場合

ੑٸ
৺ےこ͏ͦ͘

ੑൃ࠶）うͦく͜ے৺ੑٸ˔
৺͜ےうͦくをؚみます。）
にΑり入Ӄした場合

ଔத
˔ଔ中（くບ下ग़݂、内
ग़݂、͜うͦく）にΑり入
Ӄした場合

˔保険金ͷ͓支払ํ๏等ॏ絆ͳ߲ࣄɺʮ͜ͷ保険ͷ͋Β·͠ ʢ1���ʣʯҎ߱ʹ͞ࡌهΕ͍ͯ·͢ͷͰɺඞͣごࢀর͍ͩ͘͞ɻ

1

2 ʢ˞ʣʮ絆介護度ʯʹ ͖ͭ·͠ ͯɺ1��ͷࢿߟࢀ綎Λࢀর͍ͩ͘͞ɻ

հޢҰۚ࣌Ͱެతհޢ保険੍のෆΛΧόʔ͢Δ͜ͱ͕ՄͰ ʂ͢
˔ެతհޢ保険੍ʹΑりཁհޢʹԠͯ͡खް͍ิঈ͕な͞Εます͕ɺ一方で公的
介護保険の自己負担額や、公的介護保険では対象とならないサービスの利用など、
金銭的な負担はとても大きいものとなります。
˔հޢҰ࣌金Λड͚औΔ͜とͰɺΑりेなαʔϏεΛड͚Δ͜と͕Ͱ͖ɺ家族にかか
る時間的、体力的な負担などを軽減することにつなげられます。

ご加入された合һ・ͦ の配偶者の方が三大疾病（がΜ・ੑٸ心ےこうͦく・ଔத）となり、
下記のঢ়ଶとなった場合に、一時金をお支払いします。
一時金として保険金をお支払いしますので、安心して࣏綒にઐ೦できます。

େ࣬පஅ保険金支払特約ࡾ

介護一時金は
このように

おにたͪますʂ

ܰೝোҰࢧۚ࣌特約ʹՃೖ͍͍ͨͩͨ߹ɺ
ʮ40.10সإ۞ָ෦ʯのೝػνΣοΫʢແ綎ʣαʔϏεʹՃ͑ͯɺ͋ ΒΏΔ
ίϯςϯπの絧絀͕ՄͰ͢ɻ
ೝػνΣοΫαʔϏεɺೝ・.$*の紬ஹΛѲʢνΣοΫʣ͢ Δ͜ͱ͕
Ͱ͖·͢ɻ
ೝػνΣοΫΛश׳Խ͍ͨͩ͘͜ͱͰɺܰ ೝোʢ.$*
のૣݟൃظʹ
ͭͳ͕Γ·͢ɻ

軽度認知障害等一時金は
このようにおにたͪますʂ

ʮ40.10݈߁・ੜ׆
αϙʔトαʔϏεʯが

利用できますʂ

合һの親ޚさまを対象とし、ʮ介護αʔϏε利用に͔͔る費用ʯなͲを補償しますʂ

ެత介護保険ではΧόʔしきれない介護αʔϏε利用に͔͔る費用を、対象ظ （ؒ要介護ঢ়ଶに
֘した͔ら��ؒ）にって保険金ֹをݶ度に親介護費用保険金をお支払いします。

հޢඅ用補償特約（ࢠの͔ͪら）

ʮ要հ1（˞）ޢʯでも認知がݟड͚られʮ認知生活ࣗ絶（˞）ᶘBҎ্ʯとなったとき、
またはʮ要հ2（˞）ޢҎ্ʯに֘したとき

α
ồ
Ϗ
ε
ར
༻
අ
༻

αʔϏεϝχϡʔ

ެత介護保険੍度対象外αʔϏε綰ެత介護保険のڅϝχϡʔに্せする෦

� （ׂ一෦で�ʙ�ׂ）自ݾෛ୲

ެత介護保険のڅֹ ެత介護保険の
対象外෦

ԣग़しαーϏε

ԣग़しαーϏε

্ͤαーϏε

家事ߦαʔϏεの利用

ॅվमの費用

配৯αʔϏεの利用

紜綎緢人ϗʔϜ等入ډ費用

安൱確認αʔϏεの利用

͜の෦を
αϙーτします

4 ʢ˞ʣʮ絆介護度ʯʹ ͍ͭͯ1��ɺʮ認知ੜࣗ׆絶度ʯʹ
� ͍ͭͯɺ1��ͷࢿߟࢀ綎Λࢀরͩ͘ ͍͞ɻ

ご加入された合һ・ͦ の配偶者、または方の親ޚさまが軽度認知障害（.$*）または
認知と診断確定されたとき、被保険者に一時金をお支払いしますʂ

ܰ認知ো等Ұ࣌金支払特約3

300万円～1,000万円
ご加入いただいたϓϥンにより、

をݶ度に介護αʔϏε費用等を࣮費補償します。

˞ඃ保険ऀͰ͋Δ͓͞ࢠ·ʹ͓支払͍͠·͢ɻ

10万円～30万円
一時金（お支払内容はご加入のϓϥンによります。）

40.10সإ۞ָ෦ͷɺܰ ೝো（.$*
ͷૣݟൃظೝػԼͷ༧ʹد༩すΔαʔϏεΛ͝ར༻͍ͩ͘͞ɻ
ೝػνΣοΫはɺ�্هಛͷՃೖʹؔな͘ɺແྉͰ͝ར༻͍͚ͨͩますɻ

ご加入された合һ・ͦ の配偶者、または方の親ޚさまがެత介護保険੍度にお͚る
要介護�͔ら�までに֘する認定をड͚た場合、またはଛ保δϟパンが定めるॴ定の要
介護ঢ়ଶとなり、��をえてܧଓした場合に一時金をお支払いします。
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10

年間保険料表
ஂମׂҾ̎ ̑̀ のׂ安な保険綎ですʂ

〈介護一時金支払特約〉� （保険期間1年、1名あたり、団体割引25％適用、一時払）

保険金額
対象年齢

（被保険者）
100 万円 200 万円 300 万円

満��0 〜 39歳 80円 150円 230円
満40〜 44歳 180円 360円 540円
満45〜 49歳 450円 900円 1,340円
満50〜 54歳 900円 1,790円 2,680円
満55〜 59歳 1,880円 3,750円 5,620円
満60〜 64歳 3,750円 7,500円 11,240円
満65〜 69歳 6,430円 12,850円 19,270円
満70〜 74歳 13,650円 27,290円 40,940円
満75〜 79歳 28,630円 57,260円 85,880円
※満80〜 84歳 57,610円 115,220円 172,830円
※満85〜 89歳 107,550円 215,090円 322,640円
・新規加入は、被保険者満79歳までご加入いただけます。
※�満80歳以上の方は新規加入いただけません。継続後の保険料を表示しています。（継続は、被保険者満89歳までとなります。）

〈特約共通〉
・�保険料は保険始期日（2023年2月1日）時点の満年齢によります。
・年齢は、保険期間の初日現在の満年齢となります。
・�ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点（毎年2月1日）の満年齢
による保険料となります。
・�団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありま
すので、あらかじめご了承ください。また団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しません
ので、ご了承ください。
・本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（2022年5月現在）

〈三大疾病診断保険金支払特約〉� （保険期間1年、1名あたり、団体割引25％適用、一時払）

保険金額
対象年齢

（被保険者）
50 万円 100 万円 150 万円 200 万円 250 万円 300 万円

満��0 〜 24歳 120円 230円 340円 450円 570円 680円
満25〜 29歳 450円 900円 1,350円 1,800円 2,250円 2,700円
満30〜 34歳 830円 1,650円 2,480円 3,300円 4,130円 4,950円
満35〜 39歳 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円
満40〜 44歳 2,630円 5,250円 7,880円 10,500円 13,130円 15,750円
満45〜 49歳 4,240円 8,480円 12,720円 16,950円 21,190円 25,430円
満50〜 54歳 6,300円 12,600円 18,900円 25,200円 31,500円 37,800円
満55〜 59歳 9,570円 19,130円 28,690円 38,250円 47,820円 57,380円
満60〜 64歳 13,880円 27,750円 41,630円 55,500円 69,380円 83,250円
満65〜 69歳 19,020円 38,030円 57,040円 76,050円 95,070円 114,080円
満70〜 74歳 27,300円 54,600円 81,900円 109,200円 136,500円 163,800円
満75〜 79歳 35,520円 71,030円 106,540円 142,050円 177,570円 213,080円
・新規加入・継続加入ともに、被保険者満79歳までご加入いただけます。
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年間保険料表
ஂମׂҾ̎ ̑̀ のׂ安な保険綎ですʂ

〈親介護費用補償特約〉� （保険期間1年、1名あたり、団体割引25％適用、一時払）

保険金額
対象年齢

（対象者）
300 万円 500 万円 700 万円 1,000 万円

満40〜 44歳 3,970円 4,180円 4,340円 4,550円
満45〜 49歳 4,370円 4,830円 5,190円 5,650円
満50〜 54歳 5,250円 6,270円 7,070円 8,090円
満55〜 59歳 7,170円 9,420円 11,180円 13,430円
満60〜 64歳 11,320円 16,230円 20,070円 24,970円
満65〜 69歳 20,440円 31,170円 39,570円 50,300円
満70〜 74歳 39,530円 62,460円 80,400円 103,330円
満75〜 79歳 77,320円 124,390円 161,220円 208,290円
※満80〜 84歳 144,630円 234,700円 305,190円 395,260円
※満85〜 89歳 243,360円 396,510円 516,360円 669,510円
・�新規加入は、対象者満40歳以上79歳以下の方がご加入いただけます。
・対象期間（10年）通算でのお支払限度額となります。
・住宅改修費用としてお支払いする保険金は100万円を限度とします。
・有料老人ホーム等入居費用としてお支払いする保険金は300万円を限度とします。
・親介護費用保険金とは別枠で、親介護費用保険金の10％の額を諸費用保険金としてお支払いします。
※�満80歳以上の方は新規加入いただけません。継続後の保険料を表示しています。（継続は、対象者満89歳までとなります。）

〈軽度認知障害等一時金支払特約〉�（保険期間1年、1名あたり、団体割引25％適用、一時払）
保険金額

対象年齢
（対象者）

10 万円 20 万円 30 万円

満0〜 54歳 1,670円 3,330円 5,000円
満55〜 59歳 2,280円 4,560円 6,840円
満60〜 64歳 2,940円 5,880円 8,820円
満65〜 69歳 4,370円 8,730円 13,100円
満70〜 74歳 7,950円 15,890円 23,830円
満75〜 79歳 13,530円 27,050円 40,570円
※満80〜 84歳 21,250円 42,500円 63,750円
※満85〜 89歳 30,390円 60,770円 91,150円
・�新規加入は、被保険者満79歳までご加入いただけます。。
※�満80歳以上の方は新規加入いただけません。継続後の保険料を表示しています。（継続は、被保険者満89歳までとなります。）

特約名 加入者 被保険者

①三大疾病診断保険金支払特約

組合員ご本人

・組合員ご本人
・組合員の配偶者

②介護一時金支払特約
③軽度認知障害等一時金支払特約

・組合員ご本人
・組合員の配偶者
・�組合員または配偶者の親 対象者

④親介護費用補償特約 ・組合員ご本人
・組合員の配偶者 ・�組合員ご本人または配偶者の親

各特約の被保険者・補償の対象者（保険金請求者は各被保険者となります）



加入ґ絙ॻ・告知ॻ（ࡾେ࣬පஅ保険金支払特約）　ࡌه綰

加入手ଓきॻ維について、必ず記載綰をࢀরのうえ、
ごఏग़ください。

 記載例

記入をご記入ください。

ਃࠐ（ࠂ知）は、ࠂ知ॻ
記入をご記入ください。

特定疾病保険੍度の�本
人と�配偶者のؒ保険
綎を合ܭした保険綎をご
記入ください。

必ずごॺ名またはごೀҹ
ください。

パンフレット1���の保険綎ද
をごࢀরのうえؒ保険綎
をご記入ください。

加入者の絬ࠂ知・ごॺ名
もՄです。

�����݄�時点のご
綽をご記入ください。 合ܭ金ֹを記入する

支෦名（ಓݝ名）をΧλΧφでご記入ください。
綰ɿトΩϣ

合һ൪߸をご記入
ください。（�έλ）

ਃࠐ人絢・被保険者本人絢は、合һの
。名、ॅॴ等をご記入くださいࢯ

被保険者絢は
ᶃਃࠐ人本人およͼ配偶者がご加入の場合には、֘ 絢にݸผにご記入く
ださい。

ᶄ配偶者のみがご加入の場合には、ʮ��配偶者絢ʯにご記入ください。

4 11 1 1234567

マチムラハナコ

4156 10 15

100-0014

トウキョウトチヨダクナガタチョウ1-11-35

東京都千代田区永田町1-11-35
マチムラタロウ

町村太郎

町村花子

町村太郎

23,630

23,630

10,500

13,130

町村太郎
4 11 1

町村太郎
4 11 1

ナガタチョウ
4354 5 20

トウキョウ

加入ґ絙ॻ・告知ॻ（հޢඅ用補償特約用）　ࡌه綰

4 11 1 1234567
100-0014

ナガタチョウ

トウキョウトチヨダクナガタチョウ1-11-35

東京都千代田区永田町1-11-35
マチムラタロウ

町村太郎

マチムラタロウ

マチムラタロウ
54 5 20 43

43

4354 5 20

54 5 20

町村太郎
マチムライチロウ
町村一郎

142,860

24 73
62,460

80,400
73

6 1
マチムラヒロコ
町村広子
24 7 20

町村太郎
4 11 1

町村太郎
4 11 1

ਃࠐ（ࠂ知）は、
知ॻ記入をごࠂ
記入ください。

補償の対象者絢は合һ
もしくは配偶者の親ޚさま
のࢯ名をご記入ください。

���ʙ����いずれ͔のܕ
�つに˓をつ͚てください。

補償の対象者（�ʙ�）の�
ؒ保険綎を合ܭした保
険綎をご記入ください。

必ずごॺ名またはごೀҹ
ください。

パンフレット1���の保険綎ද
をごࢀরのうえؒ保険綎
をご記入ください。

�����݄�時点のご
綽をご記入ください。

合һ൪߸をご記入
ください。（�έλ）

記載をご記入ください。

ਃࠐ人絢・被保険者本人絢は、合һの
。名、ॅॴ等をご記入くださいࢯ

親介護費用保険金डऔ人（被保険者）絢はਃࠐ
人本人もしくは配偶者のࢯ名をご記入ください。

�����݄�時点の���
ご綽をご記入ください。

親介護費用保険金डऔ人（被保険者）が
ʮはいʯʮいいえʯのいずれ͔に˓をしてく
ださい。

親介護費用保険金डऔ人（被保険者）
が補償の対象者・ࠂ知をご記入のうえ、
ごॺ名ください。

支෦名（ಓݝ名）をΧλΧφでご記入ください。
綰ɿトΩϣ

トウキョウ

˗ご加入するϓϥンの加入ґ絙ॻ
ৼସґ絙ॻ࠲ޱ˗
　ʢෳͷϓϥϯʹごՃೖ͍ͯͨͩ͘͠合Ͱɺごఏग़͍ͯͨͩ͘͠࠲ޱৼସґ絙ॻ�ຕʹͳΓ·͢ɻʣ
શࠃொଜ৬һੜڠ׆ಉ合の֤ಓݝ支෦あるいは絬ళごٻください。

৽نご加入の際に必要なॻ維

090 XXXX ●●●●

090 XXXX ●●●●
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加入ґ絙ॻ・告知ॻ（ࡾେ࣬පஅ保険金支払特約）　ࡌه綰

加入手ଓきॻ維について、必ず記載綰をࢀরのうえ、
ごఏग़ください。

 記載例

記入をご記入ください。

ਃࠐ（ࠂ知）は、ࠂ知ॻ
記入をご記入ください。

特定疾病保険੍度の�本
人と�配偶者のؒ保険
綎を合ܭした保険綎をご
記入ください。

必ずごॺ名またはごೀҹ
ください。

パンフレット1���の保険綎ද
をごࢀরのうえؒ保険綎
をご記入ください。

加入者の絬ࠂ知・ごॺ名
もՄです。

�����݄�時点のご
綽をご記入ください。 合ܭ金ֹを記入する

支෦名（ಓݝ名）をΧλΧφでご記入ください。
綰ɿトΩϣ

合һ൪߸をご記入
ください。（�έλ）

ਃࠐ人絢・被保険者本人絢は、合һの
。名、ॅॴ等をご記入くださいࢯ

被保険者絢は
ᶃਃࠐ人本人およͼ配偶者がご加入の場合には、֘ 絢にݸผにご記入く
ださい。

ᶄ配偶者のみがご加入の場合には、ʮ��配偶者絢ʯにご記入ください。

4 11 1 1234567

マチムラハナコ

4156 10 15

100-0014

トウキョウトチヨダクナガタチョウ1-11-35

東京都千代田区永田町1-11-35
マチムラタロウ

町村太郎

町村花子

町村太郎

23,630

23,630

10,500

13,130

町村太郎
4 11 1

町村太郎
4 11 1

ナガタチョウ
4354 5 20

トウキョウ

加入ґ絙ॻ・告知ॻ（հޢඅ用補償特約用）　ࡌه綰

4 11 1 1234567
100-0014

ナガタチョウ

トウキョウトチヨダクナガタチョウ1-11-35

東京都千代田区永田町1-11-35
マチムラタロウ

町村太郎

マチムラタロウ

マチムラタロウ
54 5 20 43

43

4354 5 20

54 5 20

町村太郎
マチムライチロウ
町村一郎

142,860

24 73
62,460

80,400
73

6 1
マチムラヒロコ
町村広子
24 7 20

町村太郎
4 11 1

町村太郎
4 11 1

ਃࠐ（ࠂ知）は、
知ॻ記入をごࠂ
記入ください。

補償の対象者絢は合һ
もしくは配偶者の親ޚさま
のࢯ名をご記入ください。

���ʙ����いずれ͔のܕ
�つに˓をつ͚てください。

補償の対象者（�ʙ�）の�
ؒ保険綎を合ܭした保
険綎をご記入ください。

必ずごॺ名またはごೀҹ
ください。

パンフレット1���の保険綎ද
をごࢀরのうえؒ保険綎
をご記入ください。

�����݄�時点のご
綽をご記入ください。

合һ൪߸をご記入
ください。（�έλ）

記載をご記入ください。

ਃࠐ人絢・被保険者本人絢は、合һの
。名、ॅॴ等をご記入くださいࢯ

親介護費用保険金डऔ人（被保険者）絢はਃࠐ
人本人もしくは配偶者のࢯ名をご記入ください。

�����݄�時点の���
ご綽をご記入ください。

親介護費用保険金डऔ人（被保険者）が
ʮはいʯʮいいえʯのいずれ͔に˓をしてく
ださい。

親介護費用保険金डऔ人（被保険者）
が補償の対象者・ࠂ知をご記入のうえ、
ごॺ名ください。

支෦名（ಓݝ名）をΧλΧφでご記入ください。
綰ɿトΩϣ

トウキョウ

˗ご加入するϓϥンの加入ґ絙ॻ
ৼସґ絙ॻ࠲ޱ˗
　ʢෳͷϓϥϯʹごՃೖ͍ͯͨͩ͘͠合Ͱɺごఏग़͍ͯͨͩ͘͠࠲ޱৼସґ絙ॻ�ຕʹͳΓ·͢ɻʣ
શࠃொଜ৬һੜڠ׆ಉ合の֤ಓݝ支෦あるいは絬ళごٻください。

৽نご加入の際に必要なॻ維

090 XXXX ●●●●

090 XXXX ●●●●
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加入ґ絙ॻ・告知ॻ（հޢҰ࣌金支払特約・ܰ 認知ো等Ұ࣌金支払特約）　ࡌه綰 加入ґ絙ॻ・告知ॻ（հޢҰ࣌金支払特約・ܰ 認知ো等Ұ࣌金支払特約）　ࡌه綰

 記載例 ˗ご加入するϓϥンの加入ґ絙ॻ
ৼସґ絙ॻ࠲ޱ˗
　ʢෳͷϓϥϯʹごՃೖ͍ͯͨͩ͘͠合Ͱɺごఏग़͍ͯͨͩ͘͠࠲ޱৼସґ絙ॻ�ຕʹͳΓ·͢ɻʣ
શࠃொଜ৬һੜڠ׆ಉ合の֤ಓݝ支෦あるいは絬ళごٻください。

৽نご加入の際に必要なॻ維

記入をご記入ください。

特定疾病保険੍度の�本
人と�配偶者のؒ保険
綎を合ܭした保険綎をご
記入ください。

必ずごॺ名またはごೀҹ
ください。

�����݄�時点のご
綽をご記入ください。

合ܭ保険綎ᶃと
合ܭ保険綎ᶄの
合ܭ金ֹを記入する

合һ൪߸をご記入
ください。（�έλ）

ਃࠐ人絢・被保険者本人絢は、合һの
。名、ॅॴ等をご記入くださいࢯ

090 XXXX ●●●●
5,540

トウキョウトチヨダクナガタチョウ1-11-35

東京都千代田区永田町1-11-35
マチムラタロウ

町村太郎 町村太郎

マチムラハナコ
町村花子

540

5,000

5,54041

56 10 15

4 11 1 1234567
100-0014

ナガタチョウ
4354 5 20

トウキョウ

被保険者�ʙ�のؒ保険
綎を合ܭした保険綎をご記
入ください。

���・���・���いずれ͔
のܕ�つに˓をつ͚てくだ
さい。

��・��・��いずれ͔の
�つに˓をつ͚てくだܕ
さい。

被保険者絢は
ਃࠐ人もしくは配偶者の綋親で、加入される方の
お名前をご記入ください。

パンフレット1���の保険綎ද
をごࢀরのうえؒ保険綎
をご記入ください。

支෦名（ಓݝ名）をΧλΧφでご記入ください。
綰ɿトΩϣ

�����݄�時点の���
ご綽をご記入ください。

町村太郎
4 11 1

町村花子
4 11 1

ਃࠐ（ࠂ知）は、ࠂ知ॻ
記入をご記入ください。

パンフレット1���の保険
綎දをごࢀরのうえ�
ؒ保険綎をご記入く
ださい。

14



加入ґ絙ॻ・告知ॻ（հޢҰ࣌金支払特約・ܰ 認知ো等Ұ࣌金支払特約）　ࡌه綰 加入ґ絙ॻ・告知ॻ（հޢҰ࣌金支払特約・ܰ 認知ো等Ұ࣌金支払特約）　ࡌه綰

 記載例 ˗ご加入するϓϥンの加入ґ絙ॻ
ৼସґ絙ॻ࠲ޱ˗
　ʢෳͷϓϥϯʹごՃೖ͍ͯͨͩ͘͠合Ͱɺごఏग़͍ͯͨͩ͘͠࠲ޱৼସґ絙ॻ�ຕʹͳΓ·͢ɻʣ
શࠃொଜ৬һੜڠ׆ಉ合の֤ಓݝ支෦あるいは絬ళごٻください。

৽نご加入の際に必要なॻ維

記入をご記入ください。

特定疾病保険੍度の�本
人と�配偶者のؒ保険
綎を合ܭした保険綎をご
記入ください。

必ずごॺ名またはごೀҹ
ください。

�����݄�時点のご
綽をご記入ください。

合ܭ保険綎ᶃと
合ܭ保険綎ᶄの
合ܭ金ֹを記入する

合һ൪߸をご記入
ください。（�έλ）

ਃࠐ人絢・被保険者本人絢は、合һの
。名、ॅॴ等をご記入くださいࢯ

090 XXXX ●●●●
5,540

トウキョウトチヨダクナガタチョウ1-11-35

東京都千代田区永田町1-11-35
マチムラタロウ

町村太郎 町村太郎

マチムラハナコ
町村花子

540

5,000

5,54041

56 10 15

4 11 1 1234567
100-0014

ナガタチョウ
4354 5 20

トウキョウ

被保険者�ʙ�のؒ保険
綎を合ܭした保険綎をご記
入ください。

���・���・���いずれ͔
のܕ�つに˓をつ͚てくだ
さい。

��・��・��いずれ͔の
�つに˓をつ͚てくだܕ
さい。

被保険者絢は
ਃࠐ人もしくは配偶者の綋親で、加入される方の
お名前をご記入ください。

パンフレット1���の保険綎ද
をごࢀরのうえؒ保険綎
をご記入ください。

支෦名（ಓݝ名）をΧλΧφでご記入ください。
綰ɿトΩϣ

�����݄�時点の���
ご綽をご記入ください。

町村太郎
4 11 1

町村花子
4 11 1

ਃࠐ（ࠂ知）は、ࠂ知ॻ
記入をご記入ください。

パンフレット1���の保険
綎දをごࢀরのうえ�
ؒ保険綎をご記入く
ださい。

15
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Q & A

େ࣬පஅ保険金支払特約にͭいてࡾ

੍（特約ڞ௨）にͭいて

がΜが࣏後にൃ࠶した場合支払対象ですかʁ

再ൃした場合も保険金をお支払いします。ただし、ಉ一の支払事索に前ճ֘した͔ら
ͦのをؚめて̍ 以内であるときは、保険金お支払いの対象外です。

Q 
A

入Ӄ・通Ӄ・手ज़保険金支払Θれますかʁ

支払われませΜ。

Q 
A

Q & A

 までにがΜになった͜とがありますが、加入できますかʁQࠓ
A 三大疾病診断保険金支払特約につきましては、ࠂ知以前にがΜになったことがある場合

はご加入いただ͚ませΜ。親介護費用補償特約につきましては、ࠂ知ࡏݱでがΜのޙ࣏
�以্がܦաしていない場合にはご加入いただ͚ませΜ。

組合һでないが加入できますかʁ

合һであることがご加入の݅となりますので、合һでない方はご加入いだ͚ませΜ。加
入者は必ず合һとなります。合һ手ଓきについては支෦お問い合わせください。手ଓき
には合൪߸（�ܻ）が必ず必要となります。

Q 
A

退৬した場合Ͳうなりますかʁ
ୀ৬した場合でも合һであれごܧଓいただ͚ます。
ですが、֤ 特約により綽੍ݶ等がありますのでご注意ください。

Q 
A

被保険者（保険の対象となる方）のൣғをڭえてください。

三大疾病診断保険金支払特約につきましては、合һ・ͦ の配偶者を被保険者としてご加入
いただ͚ます。介護一時金支払特約につきましては、合һ・ͦ の配偶者、もしくは方の親ご
さまを被保険者としてご加入いただ͚ます。
親介護費用補償特約につきましては、合һまたは配偶者が被保険者となり、合һまたは
配偶者の親ごさまが補償の対象者となります。

Q 
A

保険料ຖ年มߋになりますかʁ

ご契約は̍ ごとのߋ৽となりますので、ߋ৽ޙの保険綎は、ߋ৽時の保険ظ࢝時点
（ຖ�݄̍ ）のຬ綽による保険綎となります。

Q 
A

保険料߇আの対象となりますかʁ

本੍度の保険綎は、介護ҩ綒保険綎߇আの対象となります。（�����݄ࡏݱ）

Q 
A

告知にͭいて	特約ڞ௨


加入にあたり、ҩࢣの診ࠪ必要ですかʁ

ҩࢣの診ࠪは不要です。ࠂ知ॻのご記入でご加入いただ͚ます。
ただし、ࠂ知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合もあります。
紬めご綈ঝください。

Q 
A

Q & A

告知にͭいて	ࡾେ࣬පஅ保険金支払特約
Q & A

Q & A հޢҰ࣌金支払特約、հޢඅ用補償特約にͭいて

介護一時金支払特約の保険金を受け取ったあとͲうなりますかʁQ 
A 介護一時金支払特約は、保険金をお支払いすると、特約がࣦޮします。よって、お支払いは�ճ

͔͗りとなります。

親介護費用補償特約で、被保険者が10名に満たない場合ͲうなりますかʁQ 
A 保険ظ࢝時点で親介護費用補償特約୯ಠで被保険者が��名にຬたない場合、契約不

絶になります。

親介護費用補償特約の保険金の支払いいつからいつまで続きますかʁQ 
A ॴ定の要介護ঢ়ଶに֘した͔らελʔトします。また、ؒظは࠷大��ؒになります。

ただし、お支払いした保険金の綬ֹܭが保険金ֹに౸ୡした時点でऴ綈します。

親介護費用補償特約において、紜料緢人ϗーϜに入ډした場合において、
保険金支払の対象֎となる費用ありますかʁQ 

A 入ډされた際のෑ金・保ূ金は保険金支払の対象外となります。また、ಥൃతに͔͔る費用
（絬ඒ容費・レΫϦΤʔγϣンࢀ加費なͲ）も保険金支払の対象外となります。

 ѹで紅を用しているが加入できますかʁQ݂ߴ
A ۙのओ࣏ҩ診にお͚る࠷৽の݂ѹ数がߴ࠷���ʗ࠷��ະຬであれご加入いた

だ͚ます。

大ϙリーϓ加入できますかʁQ 
A 綖 ・ੑѱੑに͔͔わらずご加入いただ͚ませΜ。

લ絶થං大だが加入できますかʁQ 
A աڈ�以内にҩࢣに指ఠされている場合はご加入いただ͚ませΜ。

○告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）」を必ずお俰みください。

告知のେ͞にͭいてのご説明
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Q & A

େ࣬පஅ保険金支払特約にͭいてࡾ

੍（特約ڞ௨）にͭいて

がΜが࣏後にൃ࠶した場合支払対象ですかʁ

再ൃした場合も保険金をお支払いします。ただし、ಉ一の支払事索に前ճ֘した͔ら
ͦのをؚめて̍ 以内であるときは、保険金お支払いの対象外です。
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A
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Q 
A
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いただ͚ます。介護一時金支払特約につきましては、合һ・ͦ の配偶者、もしくは方の親ご
さまを被保険者としてご加入いただ͚ます。
親介護費用補償特約につきましては、合һまたは配偶者が被保険者となり、合һまたは
配偶者の親ごさまが補償の対象者となります。

Q 
A

保険料ຖ年มߋになりますかʁ

ご契約は̍ ごとのߋ৽となりますので、ߋ৽ޙの保険綎は、ߋ৽時の保険ظ࢝時点
（ຖ�݄̍ ）のຬ綽による保険綎となります。

Q 
A

保険料߇আの対象となりますかʁ

本੍度の保険綎は、介護ҩ綒保険綎߇আの対象となります。（�����݄ࡏݱ）

Q 
A

告知にͭいて	特約ڞ௨
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紬めご綈ঝください。
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Q & A
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Q & A
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A 保険ظ࢝時点で親介護費用補償特約୯ಠで被保険者が��名にຬたない場合、契約不

絶になります。

親介護費用補償特約の保険金の支払いいつからいつまで続きますかʁQ 
A ॴ定の要介護ঢ়ଶに֘した͔らελʔトします。また、ؒظは࠷大��ؒになります。

ただし、お支払いした保険金の綬ֹܭが保険金ֹに౸ୡした時点でऴ綈します。

親介護費用補償特約において、紜料緢人ϗーϜに入ډした場合において、
保険金支払の対象֎となる費用ありますかʁQ 

A 入ډされた際のෑ金・保ূ金は保険金支払の対象外となります。また、ಥൃతに͔͔る費用
（絬ඒ容費・レΫϦΤʔγϣンࢀ加費なͲ）も保険金支払の対象外となります。

 ѹで紅を用しているが加入できますかʁQ݂ߴ
A ۙのओ࣏ҩ診にお͚る࠷৽の݂ѹ数がߴ࠷���ʗ࠷��ະຬであれご加入いた

だ͚ます。

大ϙリーϓ加入できますかʁQ 
A 綖 ・ੑѱੑに͔͔わらずご加入いただ͚ませΜ。

લ絶થං大だが加入できますかʁQ 
A աڈ�以内にҩࢣに指ఠされている場合はご加入いただ͚ませΜ。

○告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）」を必ずお俰みください。

告知のେ͞にͭいてのご説明
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加入後、絗年度Ҏ߱の手続きͲうなりますかʁ

ຖܧଓのごҊ内をૹさせていただきますが、内容มߋがない場合はॻ維のఏग़は不要
です。（内容มߋがある場合のみ、ॻ維をఏग़していただきます。）

Q 
A

保険料のお支払方法についてڭえてください。

お支払方๏はご指定の͔࠲ޱらのҾき絝としのみとなります。څ紮ఱҾやおৼࠐみはできませΜ。
保険綎は�����݄��（݄）にご指定の金紪࠲ޱؔػよりҾき絝としさせていただきます。

Q 
A

৽نで加入をرします。Ͳうしたらいいですかʁ

支෦または絬ళにࢿ綎ٻしてください。加入ґ絙ॻと࠲ޱৼସ用ࢴとฦ৴用෧をおしし
ます。

Q 
A

中途加入できますかʁ

த్加入はできませΜ。

Q 
A

引き絝としできなかった場合Ͳうなりますかʁ

保険綎払ࠐのごҊ内をૹします。ͦ のظまでにお払ࠐみいただ͚ない場合は、保険契
約がແޮになり、保険金をお支払いすることができませΜ。

Q 
A

加入後にԿかಧきますかʁ

����͔らௐや確定ਃࠂの補ॿࢿ綎として、߇আূ明ॻ一ମܕの加入者ূを�݄ࠒ
ૹします。大に保してください。

Q 
A

加入手続きにͭいてQ & A

ʮ40.10݈߁・ੜ׆αϙーταーϏεʯを絧用したいときͲうすれいいですかʁ
αϙʔトαʔϏεは、特定疾病保険੍度にご加入いただいた方がご利用いただ͚׆ੜ・߁40.10݈
ます。�݄ࠒにૹする加入者ূにి緮൪߸を記載しておりますので、ご確認ください。

Q 
A

ʮ40.10সإ۞ָ෦ʯ（1�7）を絧用したいのですが、Ͳうしたらいいですかʁ
Πンλʔωットでʮ40.10সإ۞ָ෦ʯとࡧݕしてください。なお、ご利用はʮ介護一時金支払特約ʯʮ軽
度認知障害等一時金支払特約ʯʮ親介護費用補償特約ʯにご加入いただいた場合にݶります。αʔϏε
の利用には、ূ ݊൪߸が必要になります。�݄ࠒにൃૹする加入者ূでご確認ください。

Q 
A

ͦのଞQ & A

ʢ1��ʣհޢඅ絀保険ۚのࢧαʔϏεʹ͍ͭͯ
被保険者（子）が損保ジャパンと提携する事業者から費用の請求を受け、親介護費用
保険金をお支払いする場合は、損保ジャパンにご依頼いただけれ、その事業者
に保険金を直接支払うことができます。
なお、保険金支払時の提携事業者からのサービスߪ入や直接支払サービスの利用
は任意であり、義務付けるものではありません。

［ఏܞ事ۀ者名］
費用 事ۀ者名

҆൱֬認αʔϏε絧用費用 ૰合ܯ備保障株式会社（A-SO,）
ॅվम費用 ・株式会社フレッシュハウス

・株式会社-IXI-トータルサービス
紜綎緢人ϗʔϜ等ೖډ費用 SOMPO�ケア株式会社

（ご注意） �提携事業者は、2022年5月現在の内容です。お客さまに事前にご案内なく
変更となる場合があります。

[保険金支払にお͚るご注意事項]
●提携事業者のબ定基準（業・財務・コンプライアンス）は損保ジャパンの定
めるとこΖにより決定します。
●提携事業者名はࠨ記「事業者名」に記載しています。
●被保険者は親介護費用保険金を直接受け取ることも可能です。
●提携事業者からサービスの提供を受けた場合において、保険金がサービスの
対価に満たないときは、被保険者は不墥分をお支払いいただきます。
●提携事業者のサービス等の提供が困難になる場合として次のようなケースが
想定されます。
・提携事業者が損保ジャパンの定めるબ定基準を満たさなくなった場合
・提携事業者が損保ジャパンの改ળ要求に対して実に履行しない場合
・提携事業者がഇ業・侦産等により事業を継続できない場合

など
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［ఏܞ事ۀ者名］
費用 事ۀ者名

҆൱֬認αʔϏε絧用費用 ૰合ܯ備保障株式会社（A-SO,）
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紜綎緢人ϗʔϜ等ೖډ費用 SOMPO�ケア株式会社
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変更となる場合があります。
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●提携事業者のબ定基準（業・財務・コンプライアンス）は損保ジャパンの定
めるとこΖにより決定します。
●提携事業者名はࠨ記「事業者名」に記載しています。
●被保険者は親介護費用保険金を直接受け取ることも可能です。
●提携事業者からサービスの提供を受けた場合において、保険金がサービスの
対価に満たないときは、被保険者は不墥分をお支払いいただきます。
●提携事業者のサービス等の提供が困難になる場合として次のようなケースが
想定されます。
・提携事業者が損保ジャパンの定めるબ定基準を満たさなくなった場合
・提携事業者が損保ジャパンの改ળ要求に対して実に履行しない場合
・提携事業者がഇ業・侦産等により事業を継続できない場合

など

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載し
ています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。）
（親介護費用補償特約の場合、被保険者（対象者の子）、対象者（被保険者の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定さ
れた方）にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知ら
せください。】

この保険のあらまし（契約概要のご説明）
■本制度の仕組み� ：全国町村職員生活協同組合は組合員の厚生に資することを目的として、損害保険ジャパン株式会社と団体契

約を締結し、本制度を運営します。
■商品の仕組み� ：この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、三大疾病診断保険金支払特約、介護一時金支

払特約、軽度認知障害等一時金支払特約、親介護費用補償特約をセットしたものです。
■保険契約者� ：全国町村職員生活協同組合
■引受保険会社� ：損害保険ジャパン株式会社（以下、損保ジャパンといいます。）
■取扱代理店� ：株式会社千里
■加入対象者� ：全国町村職員生活協同組合の組合員
■被保険者� ：＜三大疾病診断保険金支払特約＞全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶者

＜介護一時金支払特約、軽度認知障害等一時金支払特約＞�全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶
者・組合員または配偶者の親

＜親介護費用補償特約＞全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶者。ただし、未成年者を除きます。
■対象者� ：＜親介護費用補償特約＞全国町村職員生活協同組合員または配偶者の親
■保険期間� ：2023年2月1日午後4時から2024年2月1日午後4時までとなります。
■申込締切日� ：2022年12月16日（金）必着
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等：
�  �引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
　●加入対象者� ：全国町村職員生活協同組合の組合員
　●被保険者� ：＜三大疾病診断保険金支払特約＞全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶者。

＜介護一時金支払特約、軽度認知障害等一時金支払特約＞�全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶者・
組合員または配偶者の親

＜親介護費用補償特約＞全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶者。ただし、未成年者を除きます。
　●対象者� ：＜親介護費用補償特約＞全国町村職員生活協同組合員または配偶者の親で、加入時に指定された方
　●引受対象年齢� ：＜三大疾病診断保険金支払特約＞新規加入・継続加入ともに被保険者満79歳までの方が対象となります。

＜介護一時金支払特約、軽度認知障害等一時金支払特約＞�新規加入は被保険者満79歳まで、継続加入は被
保険者満89歳までの方が対象となります。

＜親介護費用補償特約＞�新規加入は対象者満40歳以上79歳以下、継続加入は対象者満89歳までの方が対象
となります。

　●お支払方法� ：2023年3月27日（月）にご指定の口座から口座振替されます（一時払）。
　●お手続方法� ：下表のとおり必要書類にご記入のうえ、取扱代理店（株式会社千里）までご送付ください。

ご加入対象者 お手続方法

新規加入者の皆さま 添付の「加入依頼書」、「告知書」および「口座振替依頼書」に必要事項をご記入のう
え、ご提出いただきます。

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

前年と同等条件のプラン（送
付した加入依頼書に打ち出し
のプラン）で継続加入を行う
場合

書類のご提出は不要です。

ご加入プランを変更するなど
前年と条件を変更して継続加
入を行う場合

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」および「告知書」※をご提出いただき
ます。
※�告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要
です。

継続加入を行わない場合 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

　●中途脱退� ：この保険から脱退（解約）される場合は、パンフレット裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、死亡脱退の場合を除いて、翌年2月1日からの満期脱退となります。

　●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。
　　�次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
　　�また、本制度のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金：この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

【三大疾病診断保険金支払特約】
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
三大疾病診断保
険金

被保険者が責任開始日以降の保険期間中に次の①から③までのいずれかの支払事
由に該当した場合、三大疾病診断保険金額をお支払いします。ただし、支払事由に
該当した場合であっても、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年
以内であるときは、保険金をお支払いしません。
①次のいずれかに該当したこと。
ア．�初めてがんと診断確定されたこと。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始
日からその日を含めて91日目以降に該当した場合にかぎります。

イ．�原発がん（※）が、治療したことにより、がんが認められない状態となり、その
後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたこと。

ウ．�原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたこと。
②�急性心筋こうそくを発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。
③�脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく）を発病し、その治療を直接の目的
として入院を開始したこと。

（※）�初年度契約からこの保険契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中にすでに診
断確定されたがんをいいます。

①故意または重大な過失
②�戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※）
を除きます。）
③�核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もし
くは核燃料物質によって汚染された物（原
子核分裂生成物を含みます。）の放射性、
爆発性その他の有害な特性
④�上記以外の放射線照射または放射能汚染

など
（※）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗

教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張
に関して行う暴力行為をいいます。以下同様
とします。

【介護一時金支払特約】
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
介護一時金 保険期間中に、疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかに該当した場合、

介護一時金保険金額をお支払いします。
なお、保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは１回かぎりと
なります。
①�公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護２から５ま
でに該当する認定を受けた場合（※1）
②�損保ジャパンが定める所定の要介護状態（※2）となり、その要介護状態が要介護状
態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合

（※1）�要介護認定を受けてからその状態が継続した日数にかかわらず保険金をお支払いします。
（※2）�公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。詳細につきましては、損保ジャ

パン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③�無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
による事故
④�麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー
等の使用（治療を目的として医師が用いた
場合を除きます。）
⑤�アルコール依存、薬物依存または薬物乱用
（治療を目的として医師が用いた場合を除
きます。）
⑥先天性異常
⑦地震、噴火またはこれらによる津波
⑧�戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為
を除きます。）、核燃料物質等によるもの
⑨�頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、
腰痛等で医学的他覚所見（※）のないもの

（※）�「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経
学的検査、臨床検査、画像検査等により認め
られる異常所見をいいます。以下同様とします。

など

（注）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に要介護状態に該当した場合を除きます。
①疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時の支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が要介護状態に該当した日の支払条件により算出された保険金の額

【軽度認知障害等一時金支払特約】
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
軽度認知障害等
一時金

被保険者が、初めて軽度認知障害または認知症と診断確定された場合は、軽度認知
障害等一時金をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するた
め、お支払いは一回かぎりとなります。
（注）�初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払事由がお

支払いの対象となります。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③�無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
による事故
④�麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー
等の使用（治療を目的として医師が用いた
場合を除きます。）
⑤�アルコール依存、薬物依存または薬物乱用
（治療を目的として医師が用いた場合を除
きます。）
⑥先天性異常
⑦地震、噴火またはこれらによる津波
⑧�戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為
を除きます。）、核燃料物質等によるもの
⑨�頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、
腰痛等で医学的他覚所見のないもの

など

（注）初年度契約の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払います。
ただし、疾病、傷害その他の軽度認知障害または認知症の原因となった事由が生じた時から起算して１年を経過した後に軽度認知障害または認知症に該当した場
合を除きます。
①疾病、傷害その他の軽度認知障害または認知症の原因となった事由が生じた時の支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が軽度認知障害または認知症と診断確定された日の支払条件により算出された保険金の額
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【親介護費用補償特約】
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
親介護費用
保険金

対象者（被保険者の親または被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方。以
下同様とします。）が要介護状態（※1）に該当したことにより、被保険者が日本国内にお
いて対象者の介護のために対象期間（※2）中に利用した（※3）次の①から⑥までのサービ
ス等の費用（※4）を合算し、保険金額を上限に被保険者にお支払いします。ただし、⑤
は100万円限度、⑥は300万円限度とします。また、公的介護保険制度等の給付等
がある場合は、その額を親介護費用保険金から差し引きます。なお、被保険者が損
保ジャパンと提携する事業者から次の①から⑥までの費用の請求を受け、その支払い
について損保ジャパンに求めた場合、損保ジャパンは保険金をその事業者にお支払い
することができます。

①�介護サービス利用費用 対象者が介護サービス（※5）を利用した費用をい
います。

②�家事代行サービス利用
費用

対象者または被保険者が家事代行サービス（※6）

を利用した費用をいいます。
③�安否確認サービス利用
費用

対象者または被保険者が対象者の安否を確認する
ためのサービス（※7）を利用した費用をいいます。

④�配食サービス利用費用 対象者または被保険者が対象者のための配食
サービス（※8）を利用した費用をいいます。

⑤住宅改修費用
対象者の介護を目的として、対象者が居住する
住宅を改修した費用をいいます。ただし、①に
より支払われるべき費用を除きます。

⑥�有料老人ホーム等入居
費用

対象者が有料老人ホーム等（※9）の入居に関する
費用（※10）をいいます。

（※1）要介護状態
用語のご説明　「要介護状態」をご確認ください。

（※2）対象期間
用語のご説明　「対象期間」をご確認ください。

（※3）利用した
被保険者が実際に費用を負担した場合に保険金をお支払いします。

（※4）サービス等の費用
保険金をお支払いした後に、事業者との契約の解約または取消等により、被保険者が負担
した費用が返還された場合は親介護費用保険金の全部または一部の返還を求めることがあ
ります。

（※5）介護サービス
公的介護保険制度において給付の対象となる種類のサービスをいい、公的介護保険制度の
給付の有無を問いません。

（※6）家事代行サービス
炊事、掃除、洗濯等の世話を行う事業者が、その役務の提供を行うことをいいます。

（※7）安否を確認するためのサービス
カメラ、センサーまたは訪問等により高齢者の見守りを行う事業者が、その役務または情報
の提供を行うことをいいます。

（※8）配食サービス
事業者が、調理済みの食事の提供および配達を、期間または回数を定めて継続的に行うこ
とをいいます。

（※9）有料老人ホーム等
次の①から③までのいずれかに該当する施設をいいます。
①�老人福祉法（昭和38年法律第133号）に定める有料老人ホーム
②�老人福祉法に定める軽費老人ホーム
③��高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）に定めるサービス付き
高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅

（※10）入居に関する費用
有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書に定められた費用で、家賃
または施設の利用料ならびに介護、食事の提供およびその他の日常生活上必要な便宜の
供与の対価として入居時までに支払うべき一時金および家賃または施設の利用料ならびに
介護、食事の提供の対価として支払う月々の費用をいいます。
ただし、敷金、保証金およびこれらに類するものを除きます。

①故意または重大な過失
②�戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を
除きます。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④�無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
による事故
⑤�麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー
等の使用（治療を目的として医師が用いた
場合を除きます。）
⑥�アルコール依存、薬物依存または薬物乱
用
（治療を目的として医師が用いた場合を除
きます。）
⑦先天性異常
⑧�頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、
腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑨�正当な理由なく治療を怠り、要介護状態に
該当した場合� など

諸費用保険金 親介護費用保険金が支払われる場合において、親介護費用保険金とは別に対象
者の介護のために生ずる諸費用に対して、次の算式によって算出した額を諸費用
保険金として被保険者にお支払いします。ただし、保険金額に支払割合（10％）
乗算した額を諸費用保険金の限度とします。

諸費用保険金=親介護費用保険金×支払割合（10％）

（注1）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に対象者が要介護状態に該当した場合を除きます。
①対象者に疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時のお支払条件により算出された保険金の額
②対象者が要介護状態に該当した日のお支払条件により算出された保険金の額

（注2）�補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償さ
れますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特
約の要否をご判断ください。
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用語のご説明
【三大疾病診断保険金支払特約・介護一時金支払特約】

用語 用語の定義

がん 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2003年版）準拠」に定められた分類
項目中、所定の悪性新生物をいいます。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。

がんと診断確定�
された時

医師または歯科医師（※）が、病理組織学的所見（剖検や生検）、細胞学的所見、理学的所見（X線や内視鏡等）、臨床学的所見お
よび手術所見の全部またはいずれかによってがんと診断確定した時をいいます。
（※）被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。

責任開始日 ご加入初年度の保険期間の開始日をいいます。ただし、がんについてはご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて
90日を経過した日の翌日をいいます。

入院
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は
除きます。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療
をいいます。

疾病（病気） 傷害以外の身体の障害をいいます。
公的介護保険制度 介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく介護保険制度をいいます。

【介護一時金支払特約】
用語 用語の定義

傷害（ケガ）

急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。
ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
・�「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から
結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。

・�「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予
知されない出来事をいいます。

・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

【軽度認知障害等一時金支払特約】
用語 用語の定義

軽度認知障害

軽度認知障害とは、表1に規定される疾病とし、かつ、表2の診断基準を満たすものをいいます。
表1
対象となる軽度認知障害は、「米国精神医学会編DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」中下記のものとします。
アルツハイマー病による軽度認知障害、前頭側頭葉変性症による軽度認知障害、レビー小体病を伴う軽度認知障害、血管
性軽度認知障害、外傷性脳損傷による軽度認知障害、物質・医薬品誘発性軽度認知障害、HIV感染による軽度認知障害、
プリオン病による軽度認知障害、パーキンソン病による軽度認知障害、ハンチントン病による軽度認知障害、他の医学的疾
患による軽度認知障害、複数の病因による軽度認知障害
（注）「米国精神医学会編DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」または「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計

分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに軽度認知障害に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。

表２
対象となる軽度認知障害は、次の①から④までの診断基準のすべてに該当するものをいいます。
①１以上の認知領域（複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚‐運動、社会的認知）において、以前の行
動水準から軽度の認知機能の低下があるという証拠があること

②毎日の活動において、自立が阻害されていないこと
③その認知機能の低下が、せん妄の状況でのみ起こるものではないこと
④その認知機能の低下が、他の精神疾患によってうまく説明できないこと（例�うつ病、統合失調症）
（注）「米国精神医学会編DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」または「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計

分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たな診断基準が示されたときには、当会社が必要と認めた場合、新たな診断
基準による診断確定を求めることがあります。

認知症

（1）認知症とは、次の①および②のすべてに該当する器質性認知症であることをいいます。
①脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
②�正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下
したものであること

（2）（1）の器質性認知症、器質的な病変あるいは損傷および器質的障害とは、次のとおりとします。
①器質性認知症
　器質性認知症とは、表3に規定される疾病とします。
②器質的な病変あるいは損傷、器質的障害
　�器質的な病変あるいは損傷、器質的障害とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる
病変あるいは損傷、障害のことをいいます。
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用語 用語の定義

認知症

表3
対象となる器質性認知症は、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2003年版）
準拠」に定められた分類項目中下記のものとします。

分類項目 基本分類
アルツハイマー病の認知症 F00
血管性認知症 F01
ピック病の認知症 F02.0
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 F02.1
ハンチントン病の認知症 F02.2
パーキンソン病の認知症 F02.3
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病の認知症 F02.4
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 F02.8
詳細不明の認知症 F03
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの（F05）中のせん妄、認知症に重なったもの F05.1
（注）「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに器質性

認知症に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。

【親介護費用補償特約】
用語 用語の定義

公的介護保険制度 介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく介護保険制度をいいます。

対象期間

保険金を支払うべき要介護状態に対象者が該当した場合において、その要介護状態に該当した日から10年を経過する日までの
期間をいいます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当した場合は、その事実が発生した時をもって対象期間は終了します。
①対象者が要介護状態に該当しなくなった場合
②対象者が死亡した場合
③被保険者が死亡した場合

対象者 親介護費用補償特約の対象者をいいます。
保険金 親介護費用保険金および諸費用保険金をいいます。
保険金額 親介護費用保険金の保険金額をいいます。

要介護状態

次の①または②のいずれかの状態をいいます。
①�要介護状態A
公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護1の認定を受けている状態、かつ、その認定時の
「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」（平成18年老発第0403003号厚生労働省老健局長通知）の判定において、医
師からⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、ⅣまたはMのいずれかを受けている状態

②�要介護状態B
公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護2から5までのいずれかの認定を受けている状態

要介護に
該当した日

対象者が保険期間中に初めて要介護状態に該当した場合における、その要介護状態の有効期間の初日（※）をいいます。
（※）有効期間の初日

公的介護保険制度を定める法令に規定された被保険者証に記載された有効期間の初日をいいます。

配偶者

婚姻の相手方をいい、内縁の相手方（※1）および同性パートナー（※2）を含みます。
（※1）�内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
（※2）�同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える

状態にある方をいいます。
（注）�内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思（同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思）をもち、同居

により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）

1．クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

2．ご加入時における注意事項（告知義務等）
●�ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分
ご確認ください。
●�加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な
引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●�ご契約者または被保険者（保険の対象となる方）には、告知事項（※）に
ついて、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。

（※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・
告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めた
ものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。
　�[三大疾病診断保険金支払特約・介護一時金支払特約・軽度認
知障害等一時金支払特約]
　★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
　　�告知される方（被保険者）がご認識している疾病・症状名
が加入依頼書の裏面に記載の【別表】にある疾病・症状名と
一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断さ
れる場合には告知が必要です。傷病歴があり、加入依頼書
の裏面に記載の【別表】に該当するか不明な場合は、主治医
（担当医）に確認のうえ、ご回答ください。

　[親介護費用補償特約]
　★�対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、
現在の健康状態
告知される方（被保険者）がご認識している対象者の疾病・
症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致
しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される
場合は告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」
に該当するか不明な場合は、主治医（担当医）に確認のうえ、
ご回答ください。

　[共通]
　★他の保険契約等（※）の加入状況

　（※）「他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種
商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支
払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

　＊�口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいた
ことにはなりません。

　＊�告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なる
ことを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払
いできないことがあります。

　＊損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。

[三大疾病診断保険金支払特約・介護一時金支払特約・軽度認知障害等
一時金支払特約共通]
●�ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて1年以内に過
去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していた
だいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」と
してご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期
間の開始時（※）からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年
度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて1年以内に「保険金の支
払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
（※）�保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時を

いいます。
[三大疾病診断保険金支払特約]
●�ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①
および②のいずれかの取扱いとなります。
　①ご加入いただけます。
　②�今回はご加入いただけません。
●�ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することが
あります。
●�継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、
過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があ
ります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを
告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保
険金をお支払いできないことがあります。
●�ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病に対
しては、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険
期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病であっても、ご加入初年
度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて1年を経過した後に保険
金の支払事由（入院を開始された場合等）が生じた場合は、その保険
金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
（注）�三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由については、

ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて1年を
経過した後に保険金の支払事由が生じた場合も保険金をお支払い
できません。
（※1）�継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、

追加された特約についてはそのセットした日をいいます。

（※2）�医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病
の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合
は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいま
す。また、先天性異常については、医師の診断により初めて
発見された時をいいます。

●�ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日以内にがん
と診断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは
知らないとにかかわらず、三大疾病診断保険金支払特約は無効（これ
らの特約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り
扱うことをいいます。）となります。この場合において、告知前にご契約
者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでにお支払いいた
だいた保険料を返還しません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開
始日からその日を含めて91日目から5年が経過し、その期間内に被保
険者ががんと診断確定されなかった場合は、この「無効」の規定を適用
しません。
●�がんと診断確定された時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からそ
の日を含めて90日を経過するより前である場合は、保険金をお支払い
できません。

[介護一時金支払特約・軽度認知障害等一時金支払特約]
●�ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加入
いただけない場合があります。
●�ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することが
あります。
●�継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、
過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があ
ります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを
告知されたときは、補償を拡大した部分について解除することや、保険
金をお支払いできないことがあります。

[介護一時金支払特約]
●�疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、
ご加入初年度の保険期間の開始時（※）より前であるときは、保険金をお
支払いできません。ただし、継続契約においては、疾病、傷害その他
の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保
険期間の開始時（※）より前であっても、ご加入初年度の保険期間の開
始時（※）からその日を含めて1年を経過した後に要介護状態（認定）に
該当した場合は、保険金をお支払いします。
（※）�継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加さ

れた特約についてはそのセットした日をいいます。
[軽度認知障害等一時金支払特約]
●�疾病、傷害その他の軽度認知障害または認知症の原因となった事由が
生じた時が、ご加入初年度の待機期間（※）の翌日より前であるときは、
保険金をお支払いできません。ただし、継続契約においては、疾病、
傷害その他の軽度認知障害または認知症の原因となった事由が生じた
時が、ご加入初年度の待機期間（※）経過の翌日より前であっても、ご
加入初年度の待機期間（※）経過の翌日からその日を含めて１年を経過し
た後に軽度認知障害または認知症に該当した場合は、保険金をお支払
いします。
（※）�保険期間の開始日からその日を含めて９０日を経過した日をいいます。
[親介護費用補償特約]
●�ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて1年以内に対
象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康
状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であ
ることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になる
ことがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその
日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）
からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場
合は、ご契約が解除になることがあります。
　（※）�保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時を

いいます。
●�ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加入
いただけない場合があります。
●�ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することが
あります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、
対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健
康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知
されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を
拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないこ
とがあります。
●�ご加入初年度の保険期間の開始時（※）より前に、対象者に疾病、傷害そ
の他の要介護状態の原因が生じたときや、対象者が要介護状態に該当
したときは、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保
険期間の開始時（※）より前に、対象者が要介護状態の原因となった事由
が生じたときであっても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその
日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由（要介護状態）に該当
した場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
　（※）�継続時に保険金額を増額する等新たに補償を拡大された場合は、

新たに補償を拡大された日をいいます。
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［共通］
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払
事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関
係がない場合は、保険金をお支払いします。

●�次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、
ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
　・�ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不
法に取得させる目的をもって契約した場合

　・�ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強
迫によって損保ジャパンが契約した場合� など

3．ご加入後における留意事項
●�加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく
取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●�全国町村職員生活協同組合から脱退される場合は、必ず県支部または
所属団体（町村等）の担当者までお申し出ください。

＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞
被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）
を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、
損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者または対象者のご年齢等によっては、ご
継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただく
ことがあります。あらかじめご了承ください。

＜重大事由による解除等＞
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被
保険者（保険金受取人）または対象者が暴力団関係者、その他の反社
会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、
保険金をお支払いできないことがあります。

［三大疾病診断保険金支払特約］
＜他の身体障害または疾病の影響＞
●保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響
で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの
影響がなかったものとして保険金をお支払いします。

4．責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
●�三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由、軽度認知障害
等一時金支払特約については、ご加入初年度の保険期間の開始日から
その日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。

5．事故がおきた場合の取扱い
●�保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱
代理店までご通知ください。三大疾病診断保険金支払特約の場合は入
院を開始した日、がんと診断確定された日（介護一時金支払特約、軽
度認知障害等一時金支払特約の場合は事故の発生の日）からその日を
含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお
支払いできないことがあります。

［親介護費用補償特約］
●�対象者が保険金支払事由（要介護状態）に該当した場合は、ただちに
損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。
●�保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパン
が求めるものを提出してください。

必要となる書類 必要書類の例

①
保険金請求書および保
険金請求権者が確認で
きる書類

保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、
委任状、代理請求申請書、住民票�
� など

②
事故日時・事故原因お
よび事故状況等が確認
できる書類

疾病状況報告書、事故証明書、メーカー
や修理業者等からの原因調査報告書
� など

③

疾病の程度、保険の対
象の価額、損害の額、
損害の程度および損害
の範囲、復旧の程度等
が確認できる書類

被保険者の身体の疾病に関する事故の
場合
死亡診断書（写）�、死体検案書（写）�、
診断書、診療報酬明細書、入院通院
申告書、治療費領収書、診察券（写）、
運転免許証（写）、レントゲン（写）、
所得を証明する書類、休業損害証明
書、源泉徴収票、災害補償規定、補
償金受領書� など

④
公の機関や関係先等へ
の調査のために必要な
書類

同意書� など

必要となる書類 必要書類の例

⑤
損保ジャパンが支払うべ
き保険金の額を算出す
るための書類

（三大疾病診断保険金支払特約・介護
一時金支払特約、軽度認知障害等一
時金支払特約）
他の保険契約等の保険金支払内容を
記載した支払内訳書� など
（親介護費用補償特約）
保険金支払いの対象となる費用を負担
したことおよび内訳を証明する書類ま
たは当会社と提携する事業者からのそ
の費用の請求書、有料老人ホーム等
の入居に関する契約書および重要事項
説明書、労働災害補償制度を利用した
ことを示す書類� など

⑥ 対象者の要介護状況
等が確認できる書類

診断書、診療報酬明細書、要介護状
況説明書、公的介護保険制度におけ
る要介護状態に該当していることを証
する書類�
� など

（注1）� �保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしく
は証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

（注2）� �被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族の
うち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険
金を請求できることがあります。

●�前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日
を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必
要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照
会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項
およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長
することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問
い合わせください。
●��病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象
となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支
払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の
保険証券等をご確認ください。

[親介護費用補償特約]
●�病気やケガにより対象者が要介護状態に該当された場合等は、この保険
以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の
方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・
他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。

6．保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払い
できない主な場合】をご確認ください。

7．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退（解約）される場合は、パンフレット裏面のお問い合わ
せ先までご連絡ください。なお、死亡脱退の場合を除いて、翌年2月1日
からの満期脱退となります。なお、死亡による脱退（解約）に際しては、
加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間（保
険期間のうちいまだ過ぎていない期間）の保険料を返れいする場合があり
ます。

8．保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財
産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基
づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・
解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される
ことがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保
険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補
償されます。

9．個人情報の取扱いについて
○�全国町村職員生活協同組合（保険契約者）は、本契約に関する個人情
報を、損保ジャパンに提供します。
○�損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保
険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行
うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、
再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合
があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保
険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）
の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と
認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細（国外
在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイ
ト（https://www.sompo-japan.co.jp/）をご覧くださるか、取扱代
理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意
のうえご加入ください。
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【ご加入内容確認事項】

本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿ってい
ること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お
手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合
わせ先までご連絡ください。
1．保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□対象期間（親介護費用補償特約の場合）
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと

2．ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。
□対象者および被保険者（保険の対象となる方）の「生年月日」（または「満年齢」）、�「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
[親介護費用補償特約の場合]
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちら
のご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内
容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。

3．お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。
□�特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」
が記載されていますので必ずご確認ください。
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（SJ22-05509��2022.08.25）

事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンの事故サポートセンターまでご連絡ください。

事ނサポートηϯλー

（受付時間：24時間365日）
0120�727�110

●�SOMPO�健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの新・団体医療保険にご加入いただいた皆さまがご利用いただ
ける各種無料電話相談サービスです。
●SOMPO健康・生活サポートサービスの電話番号は、ご加入後、3月頃に発送する加入者証でご確認ください。
αーϏεϝχϡー �ҩ綒૬ஊαーϏε・߁݈ 介護ؔ緍૬ஊαーϏε� 人間υοク等ݕ診・ࠪݕ介・紬約αーϏε

ҩ綒ؔػ情報ఏڙαーϏε� ઐҩ૬ஊαーϏε（紬約制）� 法絴・੫務・年金૬ஊαーϏε（紬約制・30間）
ϝンλϧϔϧε૬ஊαーϏε� ϝンλϧ *5αϙーτ（8&#ετϨενΣοク）αーϏε
ʢ�ʣ本αʔϏεଛ保δϟύϯͷάϧʔϓձ͓ࣾΑͼͦͷఏ͕ऀۀܞごఏ͠ڙ·͢ɻ
ʢ�ʣご૬ஊͷࡍɺ͓ ໊લɺごՃೖऀ൪߸等Λ͓ฉ͖͢Δ͜ͱ͕ご͍͟·͢ͷͰご綈ঝ͍ͩ͘͞ɻ
ʢ�ʣご絧用本ࠃ͔Βʹ͔͗Γ·͢ɻ
ʢ�ʣご૬ஊ紵͓औ߲ࣄ͗࣍ʹΑͬͯ紜綎ͱͳΔͷ͕͋Γ·͢ɻ
ʢ�ʣ本αʔϏε紬ࠂͳ͘มߋ·ͨத͢ࢭΔ合͕͋Γ·͢ͷͰɺ͋ Β͔͡Ίご綈ঝ͍ͩ͘͞ɻ

ご加入手続き・告知に関する連絡先

保険金の請求に関する連絡先

SOMPO 健康・生活サポートサービスのご案内

お問い合わせ先　（保険会社等の相談・苦情・連絡窓口）

（受付時間：ॕ日、年年始を除く月ʙ金　午前9時30分から午後5時まで）

ち さと

0120�797�978
1˟00-0014�侵ژ依千代侍区Ӭ侍町1-11-32　全国町村会ؗؗ内

特定疾病保険の
取扱代理店 http://www.chisato-ag.co.jp㈱千里

契約者ʗશࠃொଜ৬һੜڠ׆ಉ合

●損保ジャパンは、保険業法に基づく金紪套長官の指定を受けた指定ฆ争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して
います。損保ジャパンとの間で問壢を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一ൠ社団法人日本ଛ害保険ڠ会�ͦΜΆ"%3ηンλーɹʤφϏμΠϠϧʥ0570ɻ 022808〈通緮料紜料〉
受付時間：平日の午前 9時 15分から午後 5時まで（侣・日・ॕ日・年年始は休業）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームϖージをご覧ください。（https://www.sonpo.oS.jp/）

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは֓要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお侘ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）でごࢀ照ください（ご契約内容が異なっ
ていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2023年 4月になっても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。

औѻ絬ళ

受付時間：ॕ日、年年始を除く月ʙ金
午前9時30分から午後5時まで

Ҿड保険ձࣾ
ଛ害保険δϟパンࣜגձࣾ
ஂମ・ެ։ൃ෦ୈ三՝
1˟60-8338��侵ژ依新॓区新॓1-26-1
5&-：03-3349-5408　FAX：03-6388-0162
受付時間：ॕ日、年年始を除く月ʙ金
午前9時から午後5時まで

ձࣾઍ統ࣜג
શࠃொଜձؗؗ内
1˟00-0014��侵ژ依千代侍区Ӭ侍町1-11-32
5&-：0120-797-978　FAX：03-3593-8160

ご加入手続き・告知に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。



（株） 千里　行

新たにご加入を検討されている方、また既に特定疾病保険制度に加入済でご加入内容に変更がある
方は、下記にご記入のうえ、本請求書を（株）千里あてにご提出ください。

【請求方法】 ■FAXの場合：本請求書をFAX送信ください。
  ■郵送の場合：本請求書を返信用封筒にてご提出ください。

■加入者の住所・氏名（必須）

請求者氏名

加入者氏名

加入者住所

電 話 番 号

〒　　　　-

フリガナ

□加入者に同じ

親介護費用補償特約に加入したい

介護一時金支払特約・軽度認知障害等
一時金支払特約　加入依頼書

介護一時金支払特約・軽度認知障害等
一時金支払特約　加入依頼書

親介護費用補償特約加入依頼書

□加入者と異なる（加入者から見た続柄：　　　　　）

①

軽度認知障害等一時金支払特約に加入したい③

④

②

⑤

請求内容 請求書類 チェック欄

【既に特定疾病保険制度にご加入の方へ】
※ ①、②については、お手元の「内容変更通知書」もあわせてご提出が必要となります。
※ ①～⑤以外の変更については、パンフレットP.12「お手続き方法記載例」をご参照ください。

必要書類がお手元に届きましたら、ご記入後お早めにご返送ください。

必要書類請求書

記

以上

三大疾病診断保険金支払特約　加入依頼書
【三大疾病診断保険金支払特約】
・加入したい
・保険金額を増額したい

・被保険者を追加したい

【介護一時金支払特約】
・加入したい
・保険金額を増額したい

・被保険者を追加したい

保険料振替口座を変更したい
三菱UFJニコス
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

03  3593  8160FAX

全国町村職員生活協同組合　特定疾病保険制度
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